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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和６年１１月２０日（水）午前１０時１分 開会 

               午後 ５時８分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 野 口  博   副委員長 南 野 直 司   委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 安 藤  薫   委  員 三 好 義 治   委  員 塚 本  崇 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 嶋野浩一朗  副市長 山 本 和 憲 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 石原幸一郎 

建設部長・道路交通課長事務取扱 永 田  享  消防長 松 田 俊 也 

総合行政委員会事務局長 溝 口 哲 也  総務部理事 丹 羽 和 人 

建設部次長 松 倉 昌 明  会計管理者兼会計室長 柳 瀨 哲 宏 

総務部副理事兼防災危機管理課長 辻  稔 秀 

総務部副理事兼財政課長 妹 尾 紀 子 

総務部副理事兼固定資産税課長 中 尾 昌 志 

建設部副理事兼建築課長 江 草 敏 浩 

建設部副理事兼道路管理課長 寺 田 満 夫 

総務課長 真 鍋 伸 也  資産活用課長 浅 田 明 典 

情報政策課長 大 西 健 一  市民税課長 石 坂 直 樹   

納税課長 藤 原 英 昭  工事検査室長 宮 城 陽 一 

都市計画課長 藤 井 芳 明  水みどり課長 杉 山  剛 

 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 令和５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前１０時１分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 最初に理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 

 まず、このたび野口委員長、南野副委員

長につきましては、御就任されまして、お

めでとうございます。何かとお世話をかけ

ますけれども、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 委員の皆様方におかれましては、何かと

お忙しい中でありますけれども、総務建設

常任委員会をお持ちいただきましてあり

がとうございます。 

 本日の案件でございますけれども、令和

５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定

の件所管分、ほか１件の御審査を賜ります。

何とぞ慎重審査の上、御認定いただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、私はこの場を一旦退席いたします

けれども、在庁しておりますのでよろしく

お願いいたします。 

○野口博委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は南野委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 最初に、認定第１号所管分の審査を行い

ます。 

 補足説明を求めます。 

 石原総務部長。 

○石原総務部長 おはようございます。 

 それでは、補足説明をいたします。 

 認定第１号、令和５年度摂津市一般会計

歳入歳出決算のうち、防災危機管理課分を

除く総務部に関わる部分につきまして、目

を追って主なものについて補足説明をさ

せていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書２８

ページ、款１市税、項１市民税、目１個人

は、前年度に比べ０．９％、４，５８９万

６，７３６円の増加となっております。目

２法人は、前年度に比べ１．２％、２，１

４４万９，２１６円の増加となっておりま

す。項２固定資産税、目１固定資産税は、

前年度に比べ２．０％、１億８，１６３万

６，１６７円の増加となっております。目

２国有資産等所在市町村交付金及び納付

金は、前年度に比べマイナス１．５％、１

０２万５００円の減少となっております。

項３軽自動車税、目１環境性能割は、前年

度に比べマイナス２２．０％、３１８万４

００円の減少となっております。目２種別

割は、前年度に比べ２．０％、２８０万４，

６７６円の増加となっております。項４市

たばこ税、目１市たばこ税は、前年度に比

べ０．９％、６９２万６，９６１円の増加

となっております。項５都市計画税、目１

都市計画税は、前年度に比べ０．９％、１，

５４６万９，３８２円の増加となっており

ます。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ０．

４％、１３万２，０００円の増加となって

おります。 

 続きまして、３０ページ、項２自動車重

量譲与税、目１自動車重量譲与税は、前年
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度に比べ１．１％、１２１万２，０００円

の増加となっております。項３森林環境譲

与税、目１森林環境譲与税は、前年度と同

額となっております。 

 款３利子割交付金、項１利子割交付金、

目１利子割交付金は、前年度に比べマイナ

ス４．６％、５３万７，０００円の減少と

なっております。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ１４．

１％、１，３８４万８，０００円の増加と

なっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べ７１．５％、５，

０３０万４，０００円の増加となっており

ます。 

 款６法人事業税交付金、項１法人事業税

交付金、目１法人事業税交付金は、前年度

に比べマイナス５．１％、１，８６９万９，

０００円の減少となっております。 

 款７地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べマイナス１．２％、２，７５３万２，

０００円の減少となっております。 

 款８ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べマイナス１５．７％、

３２万６，３６５円の減少となっておりま

す。 

 款９環境性能割交付金、項１環境性能割

交付金、目１環境性能割交付金は、前年度

に比べ２１．８％、７６４万９，０００円

の増加となっております。 

 款１０地方特例交付金、項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金は、前年度に比

べマイナス１０．９％、１，３７５万６，

０００円の減少となっております。 

 続きまして、３２ページ、項２新型コロ

ナウイルス感染症対策地方税減収補塡特

別交付金、目１新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補塡特別交付金は、前年度

に比べ１１５．０％、４３６万２，０００

円の増加となっております。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べマイナス１

２．１％、１億７，３８３万５，０００円

の減少となっております。これは、普通交

付税が前年度に比べ２億１，５７６万８，

０００円の減少、特別交付税が前年度に比

べ４，１９３万３，０００円の増加となっ

たことによるものでございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べマイナス９．

３％、１１７万４，０００円の減少となっ

ております。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、

目１総務使用料は、庁舎施設等使用料でご

ざいます。 

 続きまして、３６ページ、目５土木使用

料は、市営住宅使用料及び市営住宅用地使

用料でございます。項２手数料、目１総務

手数料は、税務諸証明手数料及び税務督促

手数料でございます。 

 続きまして、３８ページ、目４土木手数

料は、公共用地境界明示手数料でございま

す。 

 続きまして、４０ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金は、デジタル基盤改革支援補助金、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金及び物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金でございます。 

 続きまして、４６ページ、項３委託金、

目１総務費委託金は、基幹統計調査委託金
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及び統計調査員確保対策事業委託金でご

ざいます。 

 続きまして、４８ページ、款１６府支出

金、項２府補助金、目１総務費府補助金は、

大阪府市町村振興補助金でございます。 

 続きまして、５４ページ、項３委託金、

目１総務費委託金は、府税徴収事務委託金

でございます。 

 続きまして、５６ページ、款１７財産収

入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入

は、土地貸付収入でございます。目２利子

及び配当金は、各種基金利子収入でござい

ます。項２財産売払収入、目１不動産売払

収入は、市有地売却収入でございます。目

２物品売払収入は、救急車及び塵芥車の売

払収入でございます。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金でございます。 

 続きまして、５８ページ、款１９繰入金、

項１特別会計繰入金、目１財産区財産特別

会計繰入金は、土地貸付収入の一部を一般

会計に繰り入れたものでございます。項２

基金繰入金、目１財政調整基金繰入金は、

財政調整基金から１３億円を取り崩し、一

般会計に繰り入れたものでございます。目

２公共施設整備基金繰入金は、公共施設整

備基金から１億４，０００万円を取り崩し、

一般会計に繰り入れたものでございます。

目６減債基金繰入金は、減債基金の廃止に

伴い１６億３，７３８万８，５８２円を一

般会計に繰り入れたものでございます。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は市税延滞金でございま

す。 

 続きまして、６０ページ、項４雑入、目

１滞納処分費は、供託に伴う処分費でござ

います。目２雑入のうち主なものは、市町

村振興協会交付金や水道・下水道事業会計

からの収入などでございます。 

 続きまして、６８ページ、款２１市債、

項１市債、目１総務債は、システム再構築

事業債などでございます。目２民生債は、

とりかいこども園建設事業債などでござ

います。目３衛生債は、廃棄物広域処理推

進事業債などでございます。目４土木債は、

阪急京都線連続立体交差事業債などでご

ざいます。 

 続きまして、７０ページ、目５消防債は、

広域消防指令情報システム整備事業債な

どでございます。目６教育債は、小・中学

校屋内運動場空調設備整備事業債などで

ございます。目７臨時財政対策債は、普通

交付税の算定結果に基づき発行したもの

及び借換債でございます。 

 款２２繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は、繰越事業の充当財源でございます。 

 款２３自動車取得税交付金、項１自動車

取得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

令和元年９月末で自動車取得税が廃止さ

れ、令和５年度においては滞納繰越分とし

て徴収された自動車取得税が交付されて

いるものでございます。 

 続きまして、歳出についてでございます

が、７６ページからの款２総務費、項１総

務管理費、目１一般管理費の主なものとい

たしまして、７８ページ、節１０需用費は、

法規事務に係る消耗品費などでございま

す。 

 続きまして、８０ページ、節１２委託料

は、法規事務に係る市例規集委託料などで

ございます。節１３使用料及び賃借料につ

きましても、法規事務に係るデータアクセ

ス料などでございます。 

 続きまして、８２ページ、節２２償還金

利子及び割引料は、過年度分国庫返還金で

ございます。節２７繰出金は、水道事業会
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計及び下水道事業会計への繰出金でござ

います。目２文書広報費は、郵送事務に係

る通信運搬費などでございます。 

 続きまして、８４ページ、目４財産管理

費は、ＥＳＣＯサービス料など、庁舎や集

会所等市有財産の管理経費でございます。 

 続きまして、８８ページ、目９電子計算

費は、住民情報システム保守委託料及びシ

ステム構築委託料などでございます。 

 続きまして、９８ページ、目１８財政調

整基金費、目１９公共施設整備基金費及び

目２０減債基金費の各基金費は、利子等を

それぞれの基金に積み立てたものでござ

います。項２徴税費、目１税務総務費及び

１００ページ、目２賦課徴収費は、税務事

務に係る経費でございます。 

 続きまして、１０６ページ、項５統計調

査費、目１統計調査総務費及び１０８ペー

ジ、目２基幹統計調査費は、統計調査事務

に係る経費でございます。 

 続きまして、１８０ページ、款７土木費、

項５住宅費、目１住宅管理費は、市営住宅

管理に係る経費でございます。 

 続きまして、２２２ページ、款１０公債

費、項１公債費、目１元金は、地方債の元

金償還金で、前年度に比べ２２．５％、４

億３，５８３万５，３８２円の増加となっ

ております。目２利子は、地方債の利子償

還金で、前年度に比べ、９．０％、８９５

万６，３３２円の増加となっております。 

 款１１予備費、項１予備費、目１予備費

は、７７０万６，６３１円で、能登半島地

震に対する災害見舞金に１００万円、所有

権確認等請求に係る訴訟等関係費用に５

３万９，０００円、道路管理瑕疵による損

害賠償金に７万５，０５１円、能登半島地

震緊急消防援助隊派遣に係る職員手当等

に６８万２，２６３円、消防団退職者増加

による退職報償金に４８６万６，０１５円、

能登半島地震職員派遣に係る職員手当等

に４０万６，７５２円、能登半島地震職員

派遣に係る普通旅費に９万６，７５０円、

災害時に使用した毛布の洗浄及びリパッ

クに係る手数料に４万８００円をそれぞ

れ充当いたしております。 

 款１２前年度繰上充用金、項１前年度繰

上充用金、目１前年度繰上充用金は、令和

４年度の実質収支の赤字分について２，９

６５万７，６９０円を前年度繰上充用金と

して充当いたしております。 

 以上、防災危機管理課分を除く総務部の

所管いたします決算内容の補足説明とさ

せていただきます。 

○野口博委員長 続いて、丹羽総務部理事。 

○丹羽総務部理事 認定第１号、令和５年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、総

務部防災危機管理課が所管しております

事項につきまして、決算書の事項別明細書

の目を追って、その主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入についてでございます。 

 決算書４６ページ、款１５国庫支出金、

項２国庫補助金、目６消防費国庫補助金は、

地域版防災マップの作成に係る社会資本

整備総合交付金でございます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目３家屋被害復旧資金貸付金元

金収入は、平成７年１月１７日に発生した

兵庫県南部地震に伴う家屋被害復旧資金

貸付金に係る償還金でございます。 

 ６０ページ、項４雑入、目２雑入は、摂

津防犯協会及び摂津職域防犯協会に、南摂

津防犯ステーションの管理費用を使用面

積に応じて負担していただくものなどで

ございます。 

 続きまして、歳出でございます。 
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 決算書９０ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目１０防犯対策費は、防犯灯及

び防犯カメラの設置や維持管理等、防犯施

策に係る経費でございます。 

 １９０ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費は、自主防災組織が防災に

関する活動を行うために必要な物品の支

給、避難所等に配備する備蓄用品の更新、

防災行政無線の維持管理、マンホールトイ

レの整備に関する負担金など、防災施策に

係る経費でございます。 

 以上、総務部防災危機管理課の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○野口博委員長 続いて、永田建設部長。 

○永田建設部長 認定第１号、令和５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、建設

部が所管しております事項につきまして、

目を追って、主なものについて補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書の３４ページ、款１４使用料及び

手数料、項１使用料、目４農林水産業使用

料は、法定外水路占用料でございます。目

５土木使用料のうち、道路占用料や、３６

ページ、公園占用料、駐車場用地使用料で

ございます。項２手数料、目１総務手数料

のうち、道路管理課の諸証明手数料でござ

います。 

 ３８ページ、目３農林水産業手数料のう

ち、水路敷地境界明示手数料、水路敷地謄

本交付手数料でございます。目４土木手数

料のうち、道路敷地境界等明示手数料や開

発許可等手数料などでございます。 

 ４４ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目５土木費国庫補助金のうち、

老朽化対策、交通安全対策などの社会資本

整備総合交付金などでございます。 

 ５２ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、府自然環境

保全条例事務取扱交付金や、都市再生地籍

調査委託補助金、権限移譲交付金などでご

ざいます。 

 ５４ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち、河川環境整備工事委託金など

でございます。 

 ５６ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、道路

交通課の土地貸付収入でございます。 

 ５８ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目５緑化基金繰入金は、緑化推進事

業への緑化基金繰入金でございます。 

 ６４ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、建築確認申請者負担金、

自転車自動車駐車場指定管理者納付金な

どでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １５８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目４農業水路費は、内水氾濫解析

業務委託料や神安土地改良区負担金など

でございます。 

 １６４ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費のうち、土木維持作

業業務委託料などでございます。 

 １６６ページ、目２交通対策費は、修繕

料や公共施設巡回バス運行管理業務委託

料などでございます。 

 １６８ページ、項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費は、千里丘駅前広場

やモノレール駅前広場の管理委託料など

でございます。目２道路維持費は、道路維

持に係る修繕料や道路維持工事などでご

ざいます。 

 １７０ページ、目３交通安全対策費は、

道路改良工事や交通安全対策工事などで

ございます。項３水路費、目１排水路費の
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うち、ポンプ場施設等維持管理業務委託料

や、１７２ページ、味舌ポンプ場水路系施

設電気設備更新工事などでございます。 

 １７４ページ、項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、住宅マスタープラン

改定委託料や多世代同居・近居支援補助金

などでございます。 

 １７６ページ、目２街路事業費のうち、

都市計画課の都市景観事業に係る、都市景

観まちづくり審議会委員報酬などでござ

います。 

 １７８ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。目４公園管理費は、公園維持に係る修

繕料や公園管理委託料などでございます。 

 １８８ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金や、１９０ページ、安威川ダム水特法１

２条負担金などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 続いて、柳瀬会計管理者。 

○柳瀬会計管理者 引き続きまして、認定

第１号、令和５年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、会計室に係ります項目につ

きまして、決算書の目を追って補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書５８ページ、款２０諸収入、項２

市預金利子、目１市預金利子は、歳計現金

等に係ります預金利子でございます。 

 続きまして、６０ページ、款２０諸収入、

項４雑入、目２雑入のうち、会計室分収入

につきましては、６７ページの上段に記載

しております、水道・下水道事業会計から

の収入でございますが、会計室にて支出い

たしました指定金融機関派出窓口業務事

務手数料及び口座振替受付サービス手数

料につきまして、水道事業会計及び下水道

事業会計の負担分を収入したものでござ

います。 

 次に、歳出でございます。 

 ７６ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１一般管理費のうち会計室に係るも

のといたしましては、普通旅費、消耗品費、

印刷製本費でございます。 

 次に、８４ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目３会計管理費は、会計室の出

納事務に係る経費で、主なものといたしま

しては、会計年度任用職員１名の報酬、金

融機関派出窓口業務事務手数料や口座振

替手数料などの費用、また金融機関とのデ

ータ伝送に係る回線使用料などの経費で

ございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。そ

れでは、順番に質問させていただきます。

番号をつけて質問させていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、１番目です。決算概要１２ページ、

市たばこ税についてです。市たばこ税につ

いては、その性質上、毎年のように聞かせ

ていただいております。予算に対して収入

額のほうが多いということで、その活用方

法について、まずは１回目にお聞きします。 

 質問番号２番、同じく１２ページ、固定

資産税です。２％上昇して約１億８，００

０万円増となっています。これについての

要因を、まずお伺いいたします。 

 続いて３番目です。決算概要２０ページ、

市債発行額についてです。市債発行額につ

いては、令和５年度が２８億７，３１６万

円となっております。令和５年度までのト
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レンドについて、まずお伺いします。 

 ４番目です。決算概要４８ページ、会計

室になります。令和４年度が事務ミスで赤

字になりまして、その後、再発防止の取組

をどのようにされたのか、お伺いします。 

 ５番目です。これは決算書の５６ページ、

５７ページです。資産活用課になります。

土地売払収入です。当初予算で約４，４０

０万円のところ、決算としては約６６万円

となっています。その理由についてお伺い

します。 

 それから、６番目です。同じく資産活用

課、ＦＭ推進事業です。決算概要の５０ペ

ージになります。まず、ＦＭの令和５年度

の取組についてお伺いします。 

 同じく５４ページ、今度は防災危機管理

課になります。令和５年度の認知犯罪件数

が６１３件と少し増加傾向にあるように

思います。まずは令和５年度の取組につい

てお伺いします。 

 ８番目です。同じく防災危機管理課です。

決算概要５４ページ、防災対策費です。令

和５年度における協定の取組についてお

伺いします。 

 続いて９番目、同じく決算概要５４ペー

ジです。システム構築委託料が約７億８，

０００万円ですけれども、令和５年度の取

組についてお伺いいたします。 

 １０番目、ＤＸ推進事業です。ＡＩ文字

起こしツールを導入したとのことです。ど

のように使われたのかについて、お伺いし

ます。 

 １１番目です。決算概要６８ページ、こ

れは要望のみになります。総務課の統計調

査管理事業についてです。事務報告書を見

ますとポケットデータの印刷部数が１０

０部となっています。ポケットデータ、意

外と好評で、見る人がすごく多いので、せ

めて職員の方に行き渡るぐらいは印刷し

たほうがいいのではないかと思うので、こ

れは要望とさせていただきます。 

 １２番目です。建設部に移ります。１２

２ページです。都市計画マスタープランに

ついてです。令和５年度の取組と成果につ

いてお伺いいたします。 

 １３番目、同じく１２２ページ、３Ｄ都

市モデル活用事業です。令和５年度の取組

についてお伺いいたします。 

 １４番目、決算概要１２６ページです。

３号街区公園についてです。一般質問もさ

せていただいていますけども、改めて令和

５年度の取組と、大屋根を造るに至った経

緯についてお伺いいたします。 

 １５番目、同じく決算概要１２６ページ、

公園遊具補修事業です。たしかＡＢＣＤと

ランク分けしていたと思います。実際に修

繕したもののランクについて、どの程度の

ものがあったのかを、お伺いします。 

 続いて建築課です。１２２ページに戻り

まして、１６番目、特定空家です。令和５

年度の状況をお伺いします。 

 １７番目、同じく１２２ページです。ブ

ロック塀の補助金です。令和５年度の取組

についてお伺いします。 

 １８番目、１２４ページ、狭隘道路に関

してです。事務報告書を見ますと、令和５

年度は申請件数がゼロ件となっています

けども、その要因についてお伺いします。 

 １９番目、１２２ページ、多世代同居・

近居支援事業です。令和５年度は６２件と

のことで、これについて周知の取組をどの

ようにされたのかをお伺いします。 

 ２０番目は、１１８ページに戻ります。

道路管理課になります。道路敷資料電子化

委託料です。ここについて令和５年度の取

組についてお伺いいたします。 
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 続いて、毎年のように聞かせていただい

ていますけども、１１８ページ、橋梁長寿

命化修繕事業で、タブレットレンタル料の

決算額が１８万７，４４０円となっていま

す。この理由についてお伺いします。 

 続きまして２２番目、決算概要１１８ペ

ージ、千里丘９２号線です。令和５年度の

取組内容について教えてください。 

 それから、２３番目です、決算概要１１

４ページ、交通安全啓発事業です。令和５

年度からヘルメットの着用が努力義務化

されたと思いますが、令和５年度の取組に

ついてまずお教えください。 

 続いて２４番目、１１６ページ、違法駐

車に対する問題です。事務報告書を見ます

と、警察への通報が年間３件となっていま

す。その基準をまずお教えください。 

 ２５番目、１１８ページ、交通安全につ

いてです。こちらについては、事務報告書

でハンプを設置したと書かれていますけ

れども、ハンプ設置の基準についてお伺い

します。 

 ２６番目、決算概要１１６ページ、道路

反射鏡安全維持事業です。反射鏡の設置基

準について、お考えをお聞かせください。 

 ２７番目、決算概要１２０ページ、正雀

南千里丘線外２路線について、令和５年度

の取組について教えてください。 

 以上、要望１点、質問２６個であります。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号１番、たば

こ税の活用方法についてお答えいたしま

す。 

 まず、たばこ税につきましては、一般財

源でございますので、その使途につきまし

ては、広く市の事業全般に使わせていただ

いております。ですので、活用として特定

の事業費に充当という財源ではございま

せんので、市の全般の事業に使わせていた

だいている状況でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 中尾副理事。 

○中尾総務部副理事 固定資産税に係り

ます質問に、お答えをさせていただきます。 

 令和５年度の固定資産税は、９２億５，

４８１万４，９９１円、前年に比べ約１億

８，０００万円の増収でございました。増

収についての要因でございますが、地価に

つきまして、地価公示価格は、令和４年と

比べますと市内２４地点中１４地点での

上昇、住宅地の５地点で下落でございまし

た。ただし、令和５年度は令和３年度評価

替えの第３年度に当たり、地価の評価は、

据置きもしくは地価の下落時の時点修正

を行うことになることから、前年に比べ３

９２万３８４円の減収でございました。 

 一方で、家屋に関しましては、新築住宅

の評価が滅失家屋評価を上回ったことに

よる８，３３４万８，６２８円の増収でし

た。また、償却資産におきましても、コロ

ナ収束後、穏やかに景気が回復し、新規の

設備投資の増加や新築社屋の建設などで

１億１７７万４，２２４円の増収となり、

滞納繰越分や交付金を合わせました全体

で１億８，０６１万５，６６７円の増収と

なったものでございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号３番、決算

概要２０ページの市債発行額につきまし

て、令和５年度までのトレンドはどうなの

かの御質問でございました。 

 市債発行額につきましては、令和元年度

から見ていきますと、令和元年度では１３

億３，０００万円。令和２年度では２０億

９，０００万円。令和３年度にさらに増加
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いたしまして４１億１，０００万円、令和

４年度に２５億６，０００万円で、令和５

年度に２８億７，０００万円となっており

ます。建設事業費に充てるという市債発行

を多くしておりますので、建設事業費が増

加してくれば、それに伴った増加となって

きております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 柳瀬会計管理者。 

○柳瀬会計管理者 質問番号４番、令和４

年度の赤字決算事務処理ミスの再発防止

の取組につきまして、御答弁をさせていた

だきます。 

 まず、本件の原因といたしましては、課

担当者が財務会計システムに約２．８億円

分の調定、つまり歳入の予定を間違えて入

力し、さらにそのデータの取消しを失念し

ておりました。そして、他の職員が財政課

に決算見込みを報告する際に、この間違い

のデータを正しいものと誤認し報告して

しまいました。 

 そのため、約２．８億円の歳入があるも

のとして基金の繰入額を算定しましたた

め、結果的に約３，０００万円の赤字を計

上することとなってしまいました。 

 この約２．８億円の調定は、正しいデー

タと重複して入力されており、通常であれ

ば間違いに気づくものでありますことか

ら、原因といたしましてはシステムの情報

が正しいものだという思い込み、職員間で

の情報共有の欠如、職員の財務会計や決算

に対する意識の低さが原因だと考えてお

ります。 

 これに伴いまして、ミス防止の対応を取

らせていただいております。内容といたし

ましては、まず摂津市業務執行の適正化推

進に関する基本方針のさらなる周知を図

りますとともに、各課で財務会計システム

とは別に、紙やエクセル等で予算差引簿を

作成し、歳入歳出を管理し、また財務会計

システムと突合させることでチェック体

制を強化し、また入力漏れやミスの発見を

行い、財務会計の正確性を図るとともに、

職員間の情報共有や意識向上を図ってお

ります。 

 また、財政課と会計室が連携いたしまし

て、財政課が把握している決算見込み、ま

た各課から会計室に提出されます納入通

知書及び実際の銀行口座の入出金情報、こ

れらを共有し、また突き合わせ、チェック

することで、入金漏れや出金漏れが発生し

ないよう、再発防止に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号５番、土地

売払収入の予算額と決算額の差の理由で

ございます。 

 予算額といたしましては、旧別府公民館

用地の売却、それから正雀の市民活動支援

センター跡地の売却を見込んでおりまし

た。しかしながら、この２件につきまして

は、境界の調整等が必要でございまして、

売却には至っておりません。決算額として

上がっておりますのは、道路管理課で売却

された里道の分となっております。 

 続きまして、質問番号６番、ＦＭ推進事

業の令和５年度の取組でございます。 

 ＦＭといたしましては、大きく三つの取

組を行っておりました。一つ目としまして

は、総務省からの通知に従いまして、公共

施設等総合管理計画の見直しを行ってお

ります。こちらはＦＭ推進会議で意見をい

ただきながら改定を行ったものでござい

ます。 

 二つ目といたしましては、毎年度、施設
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の維持管理に伴うマネジメントとして、施

設所管課を対象とした施設点検のための

研修、施設点検、修繕の優先度判定、予算

化というサイクルを回しております。 

 最後、三つ目です。施設再編のマネジメ

ントとして、第１次再編の検討の対象施設

の所管課に対しましてヒアリングを実施

しております。こちらは施設のソフト面の

評価を実施いたしまして、今後の個別施設

計画の策定につなげてまいります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号７番、犯罪抑

制に向けた令和５年度の取組に関するお

問いに御答弁申し上げます。 

 本市では、犯罪抑制に向けまして防犯カ

メラの設置、新規で２０台設置させていた

だきました。それから、更新を５台行って

おります。また、ＬＥＤ防犯灯の設置につ

いて、新規で２０灯、それから照度アップ

６灯、修繕１２件を行っております。 

 それから、広報紙による市民への情報提

供といたしましては、令和５年４月号の広

報で、列車内の痴漢被害の相談窓口の周知、

令和５年９月号、自転車盗難防止対策、そ

れから、令和５年１１月号では、犯罪被害

者週間の啓発を行いました。 

 また、一門一灯運動といいまして、一つ

の門に一つの灯かりと書きますけれども、

啓発チラシを作成させていただいて、自治

会に協力を呼びかけております。 

 それから、摂津警察署と連携し、市内各

所でキャンペーン等を実施いたしました。

なお、職域防犯協会の取組ではございます

けれども、昨今、金融機関やコンビニが特

殊詐欺犯罪の場所として使われることが

多いことから、金融機関やコンビニ事業者

と連携した取組を実施されております。 

 次に、質問番号８番、災害時の協力協定

の件につきまして、御答弁申し上げます。 

 令和５年度につきましては、ドローン事

業者と災害時等における支援活動に関す

る協定を締結させていただくことができ

ました。ドローン事業者ごとに支援の実施

内容に違いがございますので、その違いご

とに協定を締結する必要がございました

ことから、協定の締結件数は複数になって

おります。ドローンを活用した支援活動と

いたしましては、災害に関する情報収集、

それから被災者の捜索・救助、避難場所、

避難方法、その他物資の配給場所などの市

民への情報伝達、それからライフラインの

状況調査、被災建築物の応急危険度判定の

支援、被害認定調査の支援、それから食

料・医薬品などの搬送、その他、防災訓練

への支援となっております。 

 以上です。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 質問番号９番につ

いて、お答えさせていただきます。 

 令和５年度のシステム構築委託料の主

な中身につきましては、平成３０年度に構

築いたしました外部拠点を含む庁内職員

のネットワーク機器及び職員用パソコン

の更新費用となっております。また、老朽

化に伴い庁内配線を引き直し、職員のノー

トパソコン、通信機器、グループウエアに

ついて総合行政ネットワークとして再構

築をしております。 

 続きまして、質問番号１０でございます。

ＡＩ音声文字起こしツールにつきまして

は、令和５年度から本格導入をいたしてお

ります。令和５年度の利用状況につきまし

ては、全庁を対象に２１課、翻訳会議数は

２３６回、利用時間は１３４時間となって

おります。また、令和６年度の１０月末ま
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での利用時間は令和５年度を上回ってお

りますが、利用する課が固定している傾向

にございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤井課長。 

○藤井都市計画課長 質問番号１２番、都

市計画マスタープランについての御質問

に答弁申し上げます。 

 都市計画マスタープランは、都市計画法

に規定されている市町村の都市計画に関

する基本的な方針のことであり、まちづく

りの方針を示すものでございます。令和３

年度から令和５年度にかけまして３か年

で改定をしております。令和３年度、令和

４年度で人口、土地利用、都市構造の現状

分析や、前の都市計画マスタープランに基

づく施策の進捗状況の整理により、全体構

想として都市防災、まちづくり、公共交通

といった部門別更新や立地適正化計画、ま

た地域を四つに区分し、それぞれの地域特

性を踏まえた地域別構想を取りまとめ、素

案を作成しております。令和５年度につき

ましては、庁内各課に令和３年度、令和４

年度で取りまとめた素案に対する意見照

会を行うとともに、都市計画審議会での審

議を経て、最終案として取りまとめて、パ

ブリックコメントを実施し、令和６年１月

に計画を公表しているところでございま

す。 

 続きまして、質問番号１３番、３Ｄ都市

モデル活用事業の令和５年度の取組につ

きまして、御答弁申し上げます。 

 令和５年度の取組としましては、令和４

年度に基盤を整備しているデジタルツイ

ンプラットフォームを活用し、用途地域図

などの都市計画情報をＧＩＳデータでオ

ープン化し、ホームページに公開し、サー

ビスの向上に努めているところでござい

ます。 

 あわせまして、３Ｄ都市モデルとしまし

ては、令和４年度に引き続き、水位計の情

報を公開することで、市内水路の水位をリ

アルタイムで確認できるようにしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 １４番目の３号街

区公園についての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、屋根設置の経緯についてでござい

ます。公園利用者から日よけ、雨よけの設

置要望がありましたこと、吹田操車場跡地

土地区画整理事業における都市再生機構

の負担金を活用できること、隣接する明和

池公園を含む利用者の利便性向上や、イベ

ントなどでの活用が期待できますことか

ら、屋根を設置することとしたものでござ

います。 

 令和５年度の取組につきましては、設計

業務委託におきまして、屋根の形状や構造

を決定し、また地盤表面整備に係る人工芝

などの材質等の検討を行いました。 

 続きまして、１５番目の公園遊具に関係

します御質問にお答えいたします。 

 令和５年度は、都市公園で３０３基、ち

びっこ広場で３３８基、合計６４１基の遊

具を点検いたしました。点検結果としまし

ては、Ａ判定４５基、Ｂ判定４８６基、Ｃ

判定１０９基、Ｄ判定１基でございました。

これらの修繕を５６件行っておりますが、

Ｄ判定の１基とＣ判定の１０９基のうち、

修繕を要するものを修繕いたしました。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 １６番、特定空家等

対策事業についての御質問にお答えさせ
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ていただきます。 

 本市では、特定空家等を増やさないとい

う取組方針で事業を進めております。令和

５年度の取組状況でございますけれども、

空家法に基づく助言等を１９件実施して

おります。また、空家法に基づく特定空家

等３件につきまして、適正管理するよう勧

告・命令前の事前通知、命令という措置を

実施しております。この中で命令に合わせ

て所有者に集まっていただきまして、話合

いの場を設けることを実施いたしました。

命令発出後、所有者によって取壊しがなさ

れまして、特定空家等について令和５年度

までに指定していた物件については、令和

５年度中になくなりました。 

 続きまして、１７番、ブロック塀撤去に

ついての令和５年度の実績についてでご

ざいます。 

 ブロック塀等につきましても、大阪北部

地震から時間がたちまして、市民の関心が

薄れてきている状況が見られます。本市に

おきましても、意識が薄れるのを防ぐため

に、大きな地震、大阪北部地震もそうです

し、阪神・淡路大震災等の地震があった日

に合わせて、ホームページで忘れることの

ないよう、啓発を引き続き実施しておりま

す。 

 ブロック塀につきまして、大阪北部地震

が発災したときに、教育委員会について通

学路等のブロック塀の調査が行われまし

て、それを中心に撤去啓発を進めておる状

況です。令和５年度当初、対象９件が残っ

ておった状況で、毎年１回は面談等で、啓

発を続けておる状況です。令和５年度につ

いては、１件が取り壊されています。あと

お会いしてヒアリングした状況では、今、

売却手続を進めておる状況で、、もし売却

が進めば７件という状況になっておりま

す。 

 １８番目、狭隘道路整備事業についてで

ございます。 

 令和５年度については助成実績ゼロで

ございました。これにつきましては、制度

を見直しまして、重点区域を設定して、助

成の対象エリアを絞ったことがございま

した。その重点区域を設定した令和３年度

以降、市民とのニーズと、あと助成の対象

件数が減ったのが要因ではないかと思っ

ております。令和３年以降、助成が低調だ

ったということでございます。それも含め

て地域の安全な道路網をつくることは、非

常に重要な課題でありますので、要綱の見

直し等を検討して、今年度、事業を進めて

おる状況でございます。 

 １９番、多世代同居・近居支援事業につ

いての御質問でございます。 

 周知につきまして、基本的にはホームペ

ージ等で行っております。転入者について

は、市民課にて転入時に配付していただき

ますチラシの中に同封していただくこと

で、周知を実施しております。申請に来ら

れた方へのヒアリングは実施しておるん

ですけど、これまでの大体平均で１５％ぐ

らいについては、この事業があったから転

入したという聞き取りは行えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 質問番号２０番、道

路敷資料電子化委託料の令和５年度の取

組でございます。 

 こちらにつきましては、道路法第２８条

第１項に定められております道路台帳の

更新に当たりまして、過年度の紙媒体保存

文書の電子化、つまりＰＤＦ化でございま

すが、それによりまして道路台帳がありま

す道路ＧＩＳにデータ入力をする内容で
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ございます。道路敷資料の電子化と道路Ｇ

ＩＳへの道路敷資料データ入力は、委託を

発注させていただいております。こちらは

事務報告書２５１ページに記載のとおり

でございます。令和５年度は２５０件、電

子化とデータ入力をさせていただいてお

ります。対象といたしまして、平成１５年

度から平成１７年度、それと令和４年度の

文書について同委託をさせていただいて

いるところでございます。 

 続きまして、２１番、橋梁長寿命化修繕

事業の中のタブレットレンタル料、この予

算執行額が低い理由であったかと思いま

す。 

 令和５年度につきましては、レンタル料

と合わせて調達予定１台増加の費用を見

込んでおりました。ただ、令和５年度は、

依然としてコロナ禍等の影響によりまし

て、電子機器の調達に遅れが生じていたこ

とから、１台は購入を見合わせたところで

ございます。そういう経過もございますの

で、令和６年度の当初予算には、この分も

含んだ形で、今年度執行していくように今、

作業を鋭意進めさせていただいておると

ころでございます。 

 続きまして、２２番でございます。千里

丘９２号線の道路管理事業の令和５年度

の取組でございます。 

 こちらについては、千里丘７丁目、吹田

市との市域界でございますが、府道大阪高

槻京都線から、健都のニプロが建っている

ところがございます。芦森工業の正雀川左

岸沿いの道路、旧千里丘４４号線がござい

ました。府道大阪高槻京都線との取り合い

のところで復元工事をさせていただいて

いるところでございます。なぜかと申しま

すと、令和４年度に道路が行政財産廃止に

なりまして、普通財産に置き換わっている

ところで、資産活用課で、芦森工業に売買

をされている。その最後の取り合いのとこ

ろの工事を令和５年度に実施をさせてい

ただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 ２３番目の交通安全啓

発の取組及びヘルメットの努力義務化の

取組についての御質問に、お答えさせてい

ただきます。 

 令和５年度の交通安全啓発事業の取組

といたしましては、交通安全推進員による

市内各所での交通安全啓発活動や、全国交

通安全運動期間中における啓発キャンペ

ーン、運転免許証自主返納へのジャンパー

配付や自転車乗用者用ヘルメットの配付

などを行っております。特にヘルメットの

取組につきましては、高齢ドライバーへの

免許証返納を促進する取組として、セッピ

ージャンパーを配付しておりましたが、そ

れに加えて、自転車用のヘルメットを１０

０個限定で配付し、近年の自転車事故の増

加を踏まえた効果的な安全啓発を行わせ

ていただいた次第でございます。 

 続きまして、２４番目の年間３件の違法

駐車に係る通報の基準について、御答弁を

させていただきます。 

 違法駐車の取組は、摂津市違法駐車防止

に関する条例に基づき、同施行規則で定め

る違法駐車の取組で、違法駐車防止重点地

域及び重点路線において、違法駐車防止に

関する助言及び啓発活動を行っておると

ころでございます。啓発の流れにつきまし

ては、駐停車している車両に運転者がいる

場合、運転者にこの場所が違法駐車防止重

点地域であり、駐停車できないことを告げ、

チラシを手渡すなどして、駐車場への案内

や駐停車しないよう呼びかけております。
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運転者が不在の場合、当該車両のワイパー

にチラシを挟み込んでおくなどの啓発を

行っております。 

 警察への通報につきましては、駐停車禁

止エリアでの駐車や、バス等の通行の支障

や、警告後も移動されないなど、悪質な状

態の際に実施しておりまして、令和５年度

におきましては３件の通報をした次第で

ございます。 

 続きまして、２５番目、ハンプ設置の基

準についてでございます。 

 ハンプは、生活道路において自動車の速

度を十分に減速させるとともに、自動車の

通行を、安全性の高い幹線道路などへ誘導

することで、歩行者または自転車の安全な

通行を確保するために設置しております。 

 ハンプの設置につきましては、道路構造

令で、日常生活において利用される道路で

自動車を減速させる必要がある場合にお

いては、車道の路面に凸部、つまりハンプ

でございますが、または狭窄部もしくは屈

曲部を設ける必要がある場合において、設

けるものと位置づけられております。 

 また、設置に関する技術的な基準は、国

土交通省技術基準が通知されており、これ

に基づいて実施しております。本市におき

ましては、一津屋から鳥飼上を結ぶ市道、

つまり南別府鳥飼上線において、速度の速

い通過交通の流入が多いことから、令和２

年度よりハンプ設置などの速度抑制対策

の路線として取り組んでいるところでご

ざいます。 

 続きまして、２６番目、道路反射鏡の設

置基準についてでございます。 

 道路反射鏡は、交差点や曲がり角などに

おいて、周囲の建物や構造物などが原因で

見通しが悪い箇所に設置するもので、その

必要性については摂津市道路反射鏡設置

基準に基づき、周辺交通量などの状況を総

合的に勘案して判断しております。 

 設置箇所につきましては、市が管理する

道路における交差点や曲がり角などの見

通しが悪いことで、ほかの車両が確認でき

ないことが基準となります。その場合にあ

っても設置の可否につきましては、道路反

射鏡の特性を踏まえ、判断が重要であると

考えております。 

 続きまして、２７番目、正雀南千里丘線

外２路線の令和５年度の取組について御

答弁させていただきます。 

 令和５年度は、広場計画について地権者

への丁寧な説明を行ってまいりましたが、

地区内の地権者のみならず、地域の方々の

理解が定着せず、機運が高まらなかったこ

とから、広場計画を白紙、断念したところ

でございます。これにつきましては、令和

５年１２月１日及び令和６年１月１１日

の総務建設常任委員協議会において、正雀

駅前の都市計画法に基づく広場計画案が

白紙、断念することの報告を行ったところ

でございます。 

 その後は、当初予定していた道路拡幅事

業に向けて、地権者の方々、残る用地の取

得に向けて、丁寧な説明、交渉を令和５年

度から進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。そ

れでは、２回目の質問に移らせていただき

ます。 

 市たばこ税についてです。当初予算額で

市たばこ税は７億３，７００万円の収入を

見込んでおりまして、結局、最終的な調定

額としては７億９，９６６万２，６２５円

となっています。６，０００万円ほどの開

きが生じているわけです。ここに対して、
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毎年こういう状況が続いており、当初予算

よりも年々、市たばこ税が増えている気も

しているところです。お金に色はつけられ

ないという一般財源のお話をされたと思

うんですが、予算に対して上回る収入額を

頂いているわけです。それに対しては、税

負担者に対して、ある程度合理的配慮が必

要ではないかと考えているんですけれど

も、そこに対する見解があれば、お聞きか

せください。 

 続きまして、固定資産税に関してです。

結局、基本的に上昇分としては、新築家屋

と設備投資が乗ったということで理解し

ました。設備投資が進むことは、景気が上

向くタイミングにもなると考えています

ので、これが好調に推移していただければ

と思っております。これは要望で終わらせ

ていただきます。 

 ３番目です。市債発行額です。先般の一

般質問でも、財政について質問させていた

だきました。中期財政見通しによれば、令

和１０年に基金が枯渇して赤字になると

の予測、つまり最悪のシナリオが立てられ

ていたと思います。この場合、令和５年度

に限っては、発行額が２８億７，３１６万

円に対して、元利償還額が２５億７，９３

４万８，５１３円となっています。この起

債と償還の考え方について、２回目にお聞

かせください。 

 続いて４番目、再発防止の取組です。い

ろんな方法で取り組まれていると思いま

す。ただ、一つの考え方として、部があっ

て、その下に課があって、その課に予算が

ついているわけです。言い方というか、捉

え方にもよると思うんですけども、京セラ

で取り入れられたアメーバ経営に近い考

え方だと思います。 

 予算を適切に執行するという考え方な

ので、課もしくは部において、その予算が

適切に執行されているか。そして、その予

算をしっかり使われているかを、その課で

確認する必要があります。この意識づけを

しっかりやっていただきたい。 

 皆さんにはなじみないかもしれないで

すけど、京セラの創業者の稲盛氏が提唱さ

れたアメーバ経営です。要は、各部署で完

結する予算の在り方とか執行、お金の使い

方を考えなさいという経営の在り方です。

行政の組織構造にすごく似ているとこが

あると思います。 

 これをしっかり意識づけしていただい

て、その課で予算を執行するという意識づ

けを徹底して教育をお願いいたします。こ

れは要望とさせていただきます。 

 ５番目、土地売払収入についてです。こ

れが旧別府公民館と市民活動支援センタ

ー跡地の件でこうなったとお伺いしたん

ですけども、今後の見通しがあるのであれ

ば、お伺いします。 

 ６番目です。この行政経営戦略を見てい

ると、事後保全がどうも増加傾向にあると

考えています。この事後保全が増加してい

る要因について、分析があればお伺いしま

す。 

 続いて７番目です。これも犯罪認知件数

が、行政経営戦略の目標値と乖離している

部分があるので、そこについての分析と、

今後の方向性があれば教えてください。 

 ８番目です。令和５年度の協定がドロー

ンに関するものだと理解しました。それ以

外に民間の施設との協定も結んでおられ

ると思います。民間の施設等への避難の在

り方について、お考えをお聞かせください。 

 ９番目です。システム構築ですけれども、

更新があったということで執行されたと。

ただ、システムになじめない方も少数なが
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らおられるような気がしています。そこを

どうするかと、昨日少しお話ししたかもし

れないんですけれども、せっかく構築した

システムをうまく使いこなせないのは、非

常にもったいない部分があります。その部

分については、今取り組まれている人材育

成を続けていってほしいということで、要

望とさせていただきます。 

 １０番目です。ＡＩの文字起こしツール

についてです。２１課で固定化されてしま

っていると御答弁をいただきました。それ

をもっと拡大できないのかと。すごく便利

なんです。今、ＡＩの文字起こし、かなり

精度が高くなってきています。拡大の考え

方についてお聞かせください。 

 続いて１２番目、都市計画マスタープラ

ンについてです。都市計画マスタープラン

を策定されまして、その方向でまちづくり

が進んでいくと思うので、これが乱れると、

まちが乱れるというか、無秩序な開発につ

ながりかねないところがあります。ただ、

都市計画マスタープラン自体に、開発に対

する規制などはしっかり入っていると思

うのですが、先日、一般質問させていただ

いた放置された空き地はどうするのかに

ついて、なかなか踏み込めない部分があり

ます。そこについても、今後は増えるであ

ろうというか、もう確実に増えるところを

見越した取組を期待して、これは要望とさ

せていただきます。 

 ３Ｄ都市モデルです。ＧＩＳとの連携を

していただいているということで、一定、

評価できる部分があると思っています。以

前はＰＤＦで拡大すると、文字が潰れて分

からへんみたいなものしかなかったです

が、そういうこともなくなってきたのかと

考えています。その一方で、３Ｄ都市モデ

ルは、国土交通省のプラトーとの連携があ

ると思うので、その活用事例、先進事例等

があれば御紹介ください。 

 続いて１４番目です。３号街区について

です。これは以前からずっと要望していた

ことが、やっとかなったのかと思っていま

す。千里丘駅から岸辺駅までの道を歩いて

いるときに、とにかくもう夏場は倒れそう

になります。工事着手が今年度９月の予定

だったと思うのですが、大分着工が遅れた

ところがあって、そこに関しては少し心配

している部分もあります。しっかり計画ど

おりやっていただくようにお願いします。

要望とさせていただきます。 

 公園遊具補修事業です。Ｃ判定１０９基、

Ｄ判定１基のうち、修繕が必要なものにつ

いて修繕したとお伺いしました。Ｄ判定と

かになってきた場合、考え方として、限り

ある予算もあると思うのですが、ユニバー

サル遊具を入れていただくような取組を、

地域の人とお話ししながらやっていただ

きたいと思います。これも要望とさせてい

ただきます。 

 特定空家についてです。令和５年度の状

況として、改善したと。実際に今、更地に

なっているところだと思うのですが、ここ

を改善できたのは非常に成果があったの

ではないかと思っています。ただ、以前か

ら申し上げている、ことぶき商店街の中の

ところとか、そこだけぽつんと残ったまま

開発されている状況が見受けられます。特

定空家が今後増えていく可能性も大いに

あるので、そこについてはしっかり見なが

ら、取組を進めていただきたいと要望させ

ていただきます。 

 １７番、震災対策推進事業です。これは

もう要望とさせていただきます。関心が薄

れてきたとのことで、９件中１件が対処済

みです。しっかりと進めていただきたいと
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思いますが、一番怖いのが、いずれ来るで

あろうと言われている南海トラフ巨大地

震と、加えて上町断層帯地震です。この上

町断層帯地震のほうが本市にとっては被

害が大きいのではないかと言われていま

すので、引き続き対処をお願いして、要望

とさせていただきます。 

 １８番目の狭隘道路です。狭隘道路につ

いては、制度自体の門戸を広くして、少し

でも進めていただきたいという思いがあ

ります。よくこの幅で対面通行できている

なと思うところはたくさんあります。それ

に関しては、運転手同士のマナーで成り立

っている部分があると思いますので、少し

でもやっていただくようにお願いします。

これも要望とさせていただきます。 

 １９番目、多世代同居・近居支援事業で

す。これは補正予算で増やしたと思うので

すが、こういった取組は、今、嶋野市長が

望まれている方向性でもあると思います。

ここについては引き続き、どんどん取り組

んでいただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。これも要望と

させていただきます。 

 ２０番目です。道路敷資料の電子化につ

いてです。基本的にＰＤＦ化をしていたと

いったところで取組を聞かせていただき

ました。資料の電子化は、ある程度必要だ

と思いながらも、最終的に一番強い媒体は、

矛盾していますけども紙だったりするの

で、そこをどうするかです。 

 僕がシステム関係の会社で新入社員だ

ったときの話で、レイドというシステムが

あって、要はハードディスクに二重にデー

タを保存するものです。そのときにレイド

を組んでいたハードディスクそのものが

動かなくなって、全部データが消えてしま

いました。今でこそソリッドになって、デ

ータとかクラウドになっていると思うの

ですが、データが消えたから、もう二度と

見れないということがないようにだけ、注

意はお願いしたいと思っています。これも

要望とします。 

 それで、タブレットレンタル料について

は、理解いたしました。２回目の質問にな

りますけども、このタブレットレンタル料

自体、大阪府のデータベース使用料が大半

を占めていたかと思います。これは台数当

たりとの認識でいいのでしょうか。これは

簡単でいいので、御答弁をお願いします。 

 千里丘９２号線についてです。これにつ

いては、昨年、資産活用課に質問したと思

っています。歩道の修繕ということで、内

容は理解いたしました。こういったところ

は、今まであまり境界がしっかりしていな

かった部分もあったかと思います。そうい

ったところは今後、また取り組んでいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。

これは要望とします。 

 交通安全啓発です。大阪府自体、自転車

の重大事故の発生率が一番多いというと

ころで、そのうち９割がヘルメットを未着

用であったと報道がありました。道を歩い

ていても、最初はやらなきゃいけないみた

いな感じで、ヘルメットをつけている人が

多かったんですけど、だんだん少なくなっ

てきている傾向が見受けられる気がして

います。ヘルメット着用の周知について、

同じ答えになるかもしれないですけども、

もう一度、御答弁をお願いします。 

 違法駐車に関してです。先ほどの御答弁

ですと、停車の場合でもドライバーの方に

チラシを渡されているとお伺いしました。

市内を歩き回っていると、グリーンベルト

の上にトラックが止まっているとか、ドラ

イバーがいるからなかなか手出しができ
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ないというところもある。実際に目撃して

いますし、その写真を撮って、お見せした

かと思います。そういったところは、なか

なか難しいのですが、倫理観の問題が絡ん

でくると思うので、グリーンベルトの上は、

とにかく駐車させないという強い意思を

持って、対処していただきたいと思います。

これも要望とさせていただきます。 

 交通安全について、ハンプ設置の基準を

お伺いさせていただきました。ハンプ自体

があると、速度抑制の効果はかなりあると

私自身も思っています。ただし、ハンプは

つけられるところが限られるのと、今回、

つけた場所は、かなり狭隘な道路であると

認識してます。クランク的なもので速度抑

制ができないと承知はしています。 

 最近、結構気にしているところは、具体

名を言っちゃいますけども、健都すこやか

ロードがずっと気になってます。信号がな

く真っすぐな道なので、かなりスピードを

出されている車が多く見受けられます。途

中に横断歩道がありますが、停止しない。

停止する人と停止しない人がはっきり分

かれていますので、そこについても、一定

配慮が必要ではないかと思っています。重

大事故が起こる前に、何とかやっていただ

きたいと思っています。これも要望とさせ

ていただきます。 

 ２６番目、反射鏡についてです。反射鏡

設置基準については、摂津市の基準に基づ

いてとのことですが、今、道路交通法改正

によって、１１月から自転車自体がもうほ

ぼ車と同じ扱いです。自動車に準ずる扱い

を受けているということは、自転車同士の

交錯する場所であるとか、そういったとこ

ろをしっかりやっていただきたいと考え

ております。特に見通しの悪いところ、お

伝えしたかと思うのですが、そういったと

ころにおいては、一定数、配慮をお願いし

たいと思います。これも要望とさせていた

だきます。 

 ２７番目です、正雀南千里丘線外２路線

について、令和５年度の取組をお伺いしま

した。結局、広場計画自体はなくなったわ

けですけども、今朝見ますと、歩道が拡幅

されている部分と、まだ建物が建っていて

拡幅されてない部分があります。方向性と

しては、この広場計画がなくなった段階で、

快適な歩行者空間を創出するという方向

性であったと私、記憶しています。 

 今日も、よくこれで事故が起こらないな

というぐらい、駅前の五叉路は非常に危険

なところがあります。危険な五叉路の解消

に向けて、また取り組んでいただければと

思っています。これも要望とさせていただ

きます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 ２回目の市たばこ

税についての御質問に御答弁申し上げま

す。 

 市たばこ税が予算と決算でみると増加

している傾向が強いとのお話がございま

した。近年、健康増進法等がございまして、

健康志向の高まりもございますので、たば

この喫煙者自体が減っていくというトレ

ンドであると考えておるところでござい

ます。それであれば見積りの段階、つまり

予算組みの段階では、それほど前年と比べ

て少ない見込みとなると思います。結果と

してそれほど変わらない、前年度に比べる

と増えている状況も出てきております。な

かなか税の見込みは難しいところが全般

的にあると思っております。 

 次に、税負担者への合理的配慮の考え方

でございます。健康増進法等の施行に伴っ
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て、喫煙できる場所が少なくなって、分煙

室ができたり、市としても望まない受動喫

煙防止対策で、公共施設では禁煙としてお

ります。そういった市としての対策は取っ

ていかないといけないとは思うのですが、

市たばこ税は普通税でございますので、税

負担者である方に対しては、何か合理的配

慮での対応策は、考えにくいと思います。

例えば分煙施設を造るであるとかござい

ますけれども、今のところ市としての検討

は行っていない状況でございます。 

 続きまして、質問番号３番目です。起債

と償還金の考え方でございます。 

 令和２年度までは、元金償還額以内の市

債発行ということで、市債発行の抑制を図

っておりました。これは、以前に市債の発

行を多額に行ったことで、その後、公債費

の増加によりまして、本市が財政危機的な

状況に陥ったこともございましたので、そ

ういうことがないように、一定のルール的

なものを敷きまして、元金償還額以内の市

債発行を続けてまいりました。ただ、建設

事業が増加してくるタイミングが、令和３

年度から起こってきた部分で、元金償還金

の支払いが減っていくタイミングが、ちょ

うど重なりました。元金償還額が落ちてき

たところと、建設事業費が増加してくるタ

イミングが重なったので、現状としては市

債発行額が元金償還額を上回る状況にな

っております。 

 建設事業費は今、着手したものがござい

ますので、すぐには減らしていく状況にな

らないと考えております。ただ、市債発行

を多額に続けると、以前のように公債費が

多くなって、義務的な経費である人件費や

扶助費といった経常的な経費も今後増え

ていく。そうなりますと、財政的な運営が

苦しくなることもございます。将来の歳入

見込みと、歳出を見込んでいくことは考え

ていかなければならないと思っておりま

すので、その辺りは収支均衡を図ることを

見据えながら、市債発行についても考えて

いかないといけないと思っております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号５番の２

回目で、旧別府公民館と市民活動支援セン

ター売却の今後の見通しでございます。 

 旧別府公民館につきましては、生涯学習

課で民地境界の調整を行っておりまして、

一定、境界の調整が進んでいると聞いてお

ります。資産活用課に移管され次第、速や

かに売却を行っていきたいと考えており

ます。 

 もう一つ、市民活動支援センターにつき

ましては、公図の訂正が必要でございまし

て、手続が難航しております。もう少し時

間がかかると見込んでおります。 

 続きまして、質問番号６番の２回目、事

後保全事業の発生率増加の要因でござい

ます。 

 事後保全につきましては、壊れたり不具

合が発生した場合に修繕するものでござ

います。対して、壊れたり不具合が発生す

る前に修繕するのが予防保全でございま

す。我々といたしましては、予防保全に転

換していきたいのですが、多くの施設で老

朽化しており、事後保全の事象が多くなっ

ております。予算の兼ね合いであったり、

マンパワーの問題であったり、なかなか難

しい課題もありますけれども、修繕の優先

度判定を行い、予算化につなげて、施設の

修繕の支援をしていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 
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○辻総務部副理事 質問番号７番、犯罪発

生件数が目標と乖離している件につきま

して、御答弁申し上げます。 

 犯罪の発生防止につきましては、摂津市

役所だけではなくて、摂津警察署、防犯協

会、それから職域防犯協会、そして地域住

民の皆様方と一丸になって推し進めてい

かなければならないものであると考えま

す。 

 委員がおっしゃいますように、摂津市行

政経営戦略に掲げております指標につき

ましては、令和７年度の目標値といたしま

して、犯罪発生件数を４６０件としており

まして、目標達成にはさらなる取組が必要

な状況ではございます。 

 摂津市内の犯罪発生件数は、直近の１０

年間で見ますと確実に減少傾向にござい

まして、件数だけでいいますと、まだまだ

予断は許さないものの、現在は１０年前の

半分以下になっております。減少している

理由には様々なものがありまして、摂津警

察署、防犯協会、職域防犯協会の御尽力に

よるところはもちろんでございますけれ

ども、そのほか市内の各所に防犯カメラが

多数あることによりまして、犯罪の抑止効

果が年々大きく働いていることや、ＬＥＤ

防犯灯の増加によりまして、夜間の視認性

が確実にアップしていることによる治安

の向上といったものも、その大きな理由の

一つであると分析いたしております。 

 また、令和３年度及び令和４年度に、摂

津市内の犯罪発生件数が急に減少してお

りますのは、新型コロナウイルス感染症の

拡大によります社会経済活動の縮小によ

るものであると言われております。令和５

年度に増加に転じているのは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響がなくなって増加

したというよりも、元の水準に戻ったと考

えるのが妥当であると見ております。市と

いたしましては、防犯カメラと防犯灯の整

備による犯罪の抑止効果は、極めて大きな

ものであると認識をしておりますので、引

き続き犯罪のないまちを目指しまして、整

備を行ってまいりたいと考えております。 

 それから、質問番号８番、民間施設の協

定先への避難の在り方に対する御質問に

御答弁申し上げます。 

 市では、災害時に備えて民間の事業所な

どと、避難所や緊急避難場所としての使用

に関する協定を多数締結させていただい

ております。ただし、民間施設との協定に

つきましては、一定期間、避難生活を送る

ことができる避難所としてではなく、緊急

避難場所としての使用に関するものが主

なものでございます。民間の事業所は、事

業の継続性を優先する必要がございます

ので、地域の避難者を一時的に受け入れる

ことは可能であったとしても、一定期間、

避難者に生活をしていただく避難所とし

てのスペースを継続的に提供するのは、そ

もそも難しいといった事情があると考え

ます。 

 令和６年度、茨木市域の物流事業者であ

る日本ＧＬＰ株式会社様、茨木市と３者協

定を締結いたしましたが、これも水害時の

一時緊急避難を想定したものでございま

して、避難生活を送ることができる避難所

としての機能を想定したものではござい

ません。また、大阪府立摂津支援学校、大

阪府立とりかい高等支援学校につきまし

ては、地元自治会からの要望もございまし

て、現在の水害時の緊急避難場所に加えて、

地震時の避難所指定もできるかどうかの

確認を、大阪府及び当該学校と行っている

ところでございます。 

 以上です。 
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○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 質問番号１０番に

ついてでございます。 

 全庁的な拡大に向けての取組につきま

しては、定期的な周知を行いまして、利用

機会の拡大を図ってまいります。また、音

声の変換精度の品質を上げることで、文字

起こし後の業務効率の向上及び利用拡大

につながると考えておりますので、高性能

な録音機器についても、今後検討してまい

りたいと考えております。いずれにいたし

ましても、各課が主体的に業務改善、業務

改革をしていくＤＸのマインドについて、

研修を通じまして全庁的に広げていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤井課長。 

○藤井都市計画課長 それでは、質問番号

１３番、３Ｄ都市モデル活用事業の全国の

先進事例についての御質問に、答弁申し上

げます。 

 全国で都市計画、まちづくり、防災等の

観点で３Ｄ都市モデルを活用されていま

す。国土交通省のホームページにおいても、

都市計画、まちづくりの観点では、景観ま

ちづくりの分野において、景観政策の立案

や景観計画の策定における活用が図られ

ており、また防災の観点では、３Ｄ都市モ

デルを活用した延焼シミュレーションの

開発等が進められているところでござい

ます。 

 今後については、これら先進事例の動向

を注視するとともに、先ほども述べさせて

いただきました現在実施しておりますＧ

ＩＳを用いての都市計画情報の公開が、サ

ービスの向上を図ることができていると

考えている中で、近年の技術革新により、

様々なＧＩＳの公開システムソフトが開

発されていることから、これらの検証も行

っていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 ２１番目の２回目

のお問いに対してお答えいたします。 

 大阪府データベースシステム使用料は、

タブレット台数当たりの算定かとのお問

いであったかと思います。結論といたしま

しては、タブレット台数当たりの算定では

ございません。データベース運用に係るサ

ーバー利用料、システム保守費用の本市負

担分でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 ２３番目の自転車用ヘ

ルメット着用に係る周知の取組について

の御質問にお答えさせていただきます。 

 法施行直前の令和５年３月２７日に、摂

津警察署と街頭キャンペーンを実施しま

して、ヘルメットの着用の啓発をはじめと

する交通ルールの遵守を呼びかけており

ます。法施行後の取組としては、令和５年

４月１日及び２日の桜まつり、これは明和

池公園で実施しましたが、その際に道路交

通課や摂津警察署と合同でブースを用意

して、自転車用ヘルメットの展示やチラシ

を配架しております。また、春、秋の全国

交通安全運動中の街頭キャンペーンや高

齢者交通安全大会、全国交通安全運動期間

前の市内６か所で実施する運転者講習会

などの機会を捉え、改正道路交通法、自転

車用ヘルメット着用の努力義務化に関す

るチラシや、自転車の交通ルールを学べる

ＤＶＤを活用した周知・啓発を行ったとこ

ろでございます。 

 そのほかにも、市職員自ら範を示すため、

市職員の公用自転車乗車用のヘルメット
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を購入するとともに、通勤時での着用に向

け、職員への周知、通知を実施してまいり

ました。 

 その法改正に伴いまして、自転車安全利

用五則の改正も行っておりまして、子供は

ヘルメット着用としておりましたが、子供

という文言が抜けまして、ヘルメット着用

となっております。このことから、自転車

を利用する全ての方が対象となっており

ますので、今後も機会を捉えて啓発活動、

周知活動に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

 １時再開でお願いいたします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 引き続き質疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 ３回目に移らせていただきます。 

 １番、市たばこ税に関してです。 

 これも最後、要望とさせていただきます。

増収している分においては、還元するべき

ところではないかと思います。私、月２回、

千里丘駅前の清掃活動をやっていますけ

ど、一番多いのが吸い殻です。吸い殻が圧

倒的に多い理由は、分煙がしっかりできて

いないからだと思っています。分煙をしっ

かりすることによってそういった吸い殻

のごみ自体が減ると考えています。ですの

で、そこは一定考えていただきたいと申し

上げてこの質問は終わりにいたします。 

 続いて３番、市債発行額についてです。 

 遡って見てみますと、令和元年度に市債

発行残高が１７８億円だったんです。それ

が令和５年度末では２０９億円と、３０億

円起債残高が積み上がっています。 

 この経緯を見ていくと、徐々に積み上が

っているのですが、この人口減少社会の中

で税収の増収が見込めない以上、今後、償

還額を上回る起債をし続けることが果た

して財政にとってどういうインパクトで、

どういう意味合いを持たせるのかという

ところで考えてみますと、歳出削減ありで

起債も抑えていくことをしっかりやらな

きゃいけないと思っています。そこについ

て、もう一度だけ御答弁いただければと思

います。 

 続きまして、５番、境界調整等々あった

と思います。これは指摘させていただきま

すけども、そういった境界調整とか、そう

いった見込みがないものを予算化するこ

とはいかがなものかと思いますので、見通

しとか、はっきりさせてから予算化をして

いただきたいと思います。これは指摘事項

として、終わらせていただきます。 

 続きまして、６番、ファシリティマネジ

メントに関してです。 

 ファシリティマネジメントとして、先ほ

どもありましたけど、施設の再編というキ

ーワードも上がりました。人口減少時代の

公共施設の在り方について論じる必要が

あるのではないかと思いまして、その考え

方について方向性があるのであれば示し

ていただきたいと思います。 

 防犯カメラについてです。 

 犯罪認知件数については、一時に比べれ

ば減ったとのことです。犯罪認知件数のう

ち１０年前に一番多かった犯罪は、報道で

見ている限り自転車の盗難だったと思い

ます。自転車の盗難は相当多かったと認識

しています。ただ、防犯カメラの威力とい

うか、効果があって、徐々に抑制効果が出

ていると思っています。 
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 私、安まちメールを登録しているんです

けど、特殊詐欺の注意の呼びかけが毎日の

ように入ってきます。特殊詐欺の通知も認

知件数として上がってきているのかどう

かを知りたいので、分かれば教えてくださ

い。 

 ８番目です。 

 避難の在り方について教えていただき

ました。あくまで緊急避難場所という位置

づけです。では、その緊急避難場所など、

いろんな避難場所が想定されると思うの

ですが、周知方法についてお伺いします。 

 続いて、１０番です。 

 ＤＸのマインドというところで、それが

キーワードなのかと思います。先般の衆院

選で僕も動画をつくったりとかしたんで

すけど、今はもうＡＩの技術がすごい発達

しているので、かなりの精度で文字起こし

ができます。その文字起こしをして誤字と

か誤植を訂正していくところを目で確認

していく、それを習慣づけるしかないかと

思います。文章を打つときにローマ字入力、

仮名文字入力かで仮名文字入力される方

は少ないと思います。裁判所では仮名文字

入力をします。圧倒的に早いからです。で

すけども、基本的に皆さんローマ字入力を

されると思います。ローマ字入力をするイ

コールロスが発生していることにもなる

ので、音を聞いて人力でやるのはもう時代

的錯誤でナンセンスです。ＡＩでの文字起

こしをルール化して徹底していただくよ

うに要望とさせていただきます。お願いし

ます。 

 続きまして、３Ｄ都市モデルです。 

 活用事例を出していただきましたけど

も、基本的にこの３Ｄ都市モデルの中にデ

ジタルツインという概念が入っています。

デジタルツインプラットフォーム自体が

３Ｄ空間と現実世界の重ね合わせ、相互に

リンクしているところが肝になってきま

す。ただ、現実のものを３Ｄとか、デジタ

ルに落とし込んだというだけではデジタ

ルツインにならないんです。これも活用に

はＡＩが肝になってくるので、しっかり概

念を理解していただいて、なかなか予算が

つきづらい部分だと思いますが、研究して

いただいて、進めていただきたいと思いま

す。要望に終わらせていただきます。 

 続きまして、交通安全啓発です。ヘルメ

ット着用の周知で、これは最後要望にさせ

ていただきます。努力義務の部分について、

今後は罰金が伴う罰則になっていくと思

います。いまだに周知されていない部分が

あって、右側通行したりとか、両耳にイヤ

ホンをしている人はすごく多いです。今朝、

駅前で立っているだけでも、警察だったら

どのぐらい罰金を取れるのかと思いなが

ら見ていたんですけど、すごい額が取れる

ぐらい違反が多いです。ですので、今後は

罰金の対象になるというところはしっか

り周知していただいて、皆さんの安全を守

っていただくことに努めていただきたい

と思います。要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号３番、今後、

市債発行について歳入が減っていく中で

歳出削減も必要かと思うけれども、その考

え方との御質問でございました。 

 おっしゃるとおりで、この先は生産年齢

人口も減っていくという予測が出ており

ます中、税収も当然減っていくということ

を考えれば歳入が少なくなっていく中で、

それに見合う歳出の予算を組んでいかな

ければならないことは必然であると思っ

ております。 
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 ただし、その中でも建設事業、投資的な

経費が全くゼロというわけにはいかない

と思っております。その財源として市債の

発行がございます。ただ、市債の発行を多

発することで、後年度の市民への負担が過

大になってはいけないと思います。市の財

産を等しく後年度の方も費用負担してい

ただくという目的も市債発行にはござい

ます。ただ、それを過大にしていくとなる

と財政が逼迫してしまうところがござい

ますので、もちろんバランスを見ながら予

算を組んでいかなければならないとは思

っております。これからどうしていくかで

ありますが、中期財政見通しでは建設事業

費等が多額になっていく見通しを組んで

おりますけれども、歳入を見て、事業の取

捨選択をいよいよしていかなければなら

ない段階かと思っております。取捨選択と

平準化を早急に進めていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、公共施設

等総合管理計画の考え方の質問だったと

思います。 

 これから人口減少が予測される中、また、

社会保障関係経費の増大、これによって厳

しい財政状況が予測される中で、サービス

提供を行うための公共施設等を適正に維

持して、高質な公共サービスを継続的に提

供していくことが重要であります。こうし

た場合、再編ということは考えていかなく

てはならないと思っております。そのため

には、まず今の施設の評価、ハード面がど

うなのか、ソフト面ではどうなのか、こう

いった評価をしっかりして、その評価に基

づいて今後の方針を立てていくことが重

要であると考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号７番の犯罪

発生件数の内訳に関するお問いでござい

ます。 

 手元に内訳のデータを持ち合わせてお

りませんけれども、確かに犯罪発生件数の

うち主なものといたしましては、おっしゃ

いますように、窃盗犯とあと特殊詐欺が多

いと聞いております。 

 窃盗犯は自転車そのものを盗むという

よりも、昨今では電動アシスト付自転車の

バッテリーの窃盗が多いと聞いておりま

す。 

 あと特殊詐欺につきましては、ＳＮＳ型

投資詐欺と言われるものでありますとか、

恋愛感情を盾にロマンス型の詐欺もある

ようでございます。特徴としては主犯格の

少人数のグループが大勢の弱者に対して

一斉に犯罪行為を行うというものでござ

いますので、摂津警察署で鋭意主犯格の捜

索をいたしまして、検挙に結びつけるよう、

全力を挙げて捜査していただいている状

況でございます。 

 質問番号８番、避難所等の情報提供の在

り方、周知方法の考えについての御質問に

御答弁申し上げます。 

 避難所や緊急避難場所の情報につきま

しては、市のホームページで確認すること

もできますが、それだけでは全然足りてい

ないと考えております。令和６年度から当

該施設に掲示する看板の更新に着手して

おりまして、地震、水害などの災害種別ご

とに避難所としての指定の有無、それから、

緊急避難所としての指定の有無が分かり

やすい看板へと順次更新してまいります。 

 新しい看板は視覚に訴えるものへとデ

ザインを変更するとともに、避難所と緊急
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避難場所の違い、その言葉の違いを理解い

ただけるよう説明する文言を追加させて

いただいております。 

 また、令和６年度中に更新を予定してお

ります水害対応ガイドブックにも市内の

水害時の避難所及び緊急避難所の情報を

掲載して、全戸配布をする予定をしており

ます。間もなく全戸配布される広報せっつ

１２月号では地震特集記事を予定してお

りますが、その中で地震時の避難所及び緊

急避難場所の情報も掲載して周知を図っ

ていく予定としております。 

 以上です。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 最後、全部要望です。 

 まず、市債発行額についてです。 

 考え方の方向性として、一致はしている

と思います。ただ、歳出削減については平

準化とか以外にも効率化、何よりもこの限

られたリソースを最大限に生かすことを

念頭に、先ほどの情報政策課でもありまし

たけども、ＡＩの活用であるとか、そうい

ったことも徹底してやっていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に移りまして、ＦＭについてです。 

どうしても局面として面的整備という

よりは拠点型の整備にならざるを得ない

のかというところも一定考え得るポイン

トなのかと思っています。市内各所に集会

所や施設がありますが、そういったところ

を常に使っているわけではない部分が多

かったりするので、そういったところを精

査していただいて集約していただくとい

う考え方も取り入れつつやらないといけ

ないのかと思っています。相当老朽化して

いる建物がありますので、それも一つの精

査としてやっていただきたい。ここはもう

断行するべきところは断行するという覚

悟を持って取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 続きまして、防犯カメラです。 

防犯カメラについては、僕も月に１回ぐ

らいは芸能人からメールが届きます、とい

う詐欺です。何かそういう詐欺が多いと思

って、それに引っかかる方は一定数おられ

る。そういう特殊詐欺に関しては、リスト

が出回っているそうです。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

とランクづけされています。１回引っかか

った人はもう一回引っかかるということ

でリストの上位に入っている、そういうリ

ストが出回っているそうです。ですので、

１回かかった方が２回目かからないかと

いうとそういうわけではないんです。だか

ら、そういうところを抑止していただくの

も一つの観点かと思いますので、それはま

た警察とも情報共有していただいて、取り

組んでいただけたらと要望とさせていた

だきます。 

 最後、防災対策事業です。市内を歩き回

っていると防災協力農地などの看板が見

受けられたりします。これはもう大阪府全

般に言えることなんですけども、ピクトサ

インがかなり少ないです。東京都へ行った

らピクトサインがすごく多くて、この色を

たどっていったらこの線に乗れるという

仕組みが出来上がっています。大阪府はそ

れがまだで、初見で外国の方が梅田の地下

街を踏破できるかといったら、今の状態で

は絶対できないです。ピクトサインは非常

にユニバーサルな形でやっていく、すごく

大事な観点だと思いますので、それをぜひ

推し進めていただきたいと思います。これ

も要望とさせていただきます。 

 私は以上です。 
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○野口博委員長 塚本委員の質問は終わ

りました。 

 続いて、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 総務建設常任委員とし

ては数年ぶりになりますが、よろしくお願

いします。 

 １番目、財政全般でお聞きします。 

 令和５年度、これまで猛威を振るってい

た新型コロナが５月で５類に位置づけら

れましたが、変わりまして物価高が逆に猛

威を振るってきた。コロナ対策から物価高

対策へと切り替わっていく中で、所得の向

上が社会的問題となりまして、政府も賃上

げに奔走するのを始めた年度でした。 

 そういう中で、国は地方交付税計画を前

年の１．７％増と決めたのと、一方で、臨

時財政対策債の計画は前年の４４％削減、

つまり大幅に抑制する、そんな年でした。 

 そのような中で、本市は千里丘駅西地区

再開発事業とか、阪急京都線連続立体交差

事業などの大型事業が本格的に動き出し

ました。そういう戦略的な予算との位置づ

けで進められた、そんな予算となりました。

このことは共有をさせていただきました

けれども、そのような中で、令和５年度の

決算は、実質収支としては５億９，８８０

万８，０６９円の黒字となりました。また、

経常収支比率も９８．５％、昨年度よりも

悪化したということでございます。令和５

年度の世相も合わせた取組として、担当課

としてはどういう評価をされているのか

をまず聞いておきます。 

 それから、２番目ですが、郵送事業につ

いてです。決算概要４８ページになります。

郵送事業について、通信運搬費では３，２

２８万７，７６６円となっています。 

 まず、主な内訳について、御答弁をお願

いします。 

 ３番目、市立集会所管理事業です。 

 決算概要４８ページ、修繕費５８５万３，

０５６円となっています。令和５年度での

実績について御答弁ください。 

 ４番目、ＥＳＣＯサービス料です。 

 同じく決算概要５０ページ、庁舎管理事

業のＥＳＣＯサービス料について５，２６

８万８，１３０円となっています。摂津市

の市庁舎でこれは６年ほど前から実施を

していると思いますけれども、令和５年度

の検証についてはどうであったのかを聞

いておきます。 

 ５番目、ＤＸ推進事業についてです。 

 同じく決算概要５４ページ、ＤＸ推進事

業について、事務報告書に令和５年度につ

いて何項目か記載があります。その中でも、

担当課として進められたというものがあ

ればお答えください。 

 ６番目、ＦＭ推進事業です。 

 同じく決算概要５０ページです。施設所

管課を対象にと、先ほども答弁がありまし

た。施設マネジメント研修を開催して、点

検手法や留意点、それからＦＭポータルサ

イトの操作説明を行うとともに、施設点検

の実施研修を行ったと書かれています。そ

して、令和６年度の施設点検結果に基づい

て、３７施設のうちＣ判定は４９件、Ｄ判

定が１１件となったとのことです。その修

繕優先度判定を実施して、２７件を修繕す

るとともに１１件の令和６年度予算を確

保したと書いていますこの中身について、

具体的に令和５年度はどうだったのか、御

答弁ください。 

 ７番目、防犯カメラ設置事業です。 

 これも先ほど御答弁がありました。決算

概要５４ページの防犯カメラ設置事業に

ついては、防犯カメラを令和５年度では２

０台増設して、５台を更新して、全体で１
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５５台という体制で安全・安心なまちづく

りを推進したということでございます。 

 その中で、ほとんどこれを開示するのは

警察からの要望によるもので、事件捜査の

ために２８２件の画像閲覧の照会に対応

したと。こういったことも踏まえて、この

１５５台体制で費用もかなりかけてやっ

ていますが、費用対効果について担当課と

してどのように評価をされているのかに

ついて、１回目にお聞きします。 

 次、８番目に交通安全啓発事業です。 

 先ほども答弁がありましたけども、まず、

決算概要１１４ページの交通安全啓発事

業について、令和５年度での取組の中で、

特筆すべき、つまりこれをやったぞという

のがあればまずお答えください。 

 ９番目、公共交通確保事業で、これは自

転車対策についてです。 

 決算概要では１１６ページに載ってい

ますが、公共交通確保維持事業で、産官学

連携によるシェアサイクル実証実験の２

年目となりました。利用回数は、令和５年

４月に１，３０３回であったものが、令和

６年３月では２，３２９回となりましたと

の報告が上がっています。市としてどのよ

うに評価をされているか、お聞きします。 

 １０番目、公共交通確保維持事業で、同

じく今度は地域公共交通計画の策定につ

いてです。これは現在進行中でございます

が、決算概要１１６ページで、まずこの地

域公共交通計画策定委託料として５０１

万６，０００円が上がっています。令和５

年度での取組について御答弁をお願いし

ます。 

 次に、１１番目、都市再生地籍調査事業

です。 

 決算概要１１８ページです。都市再生地

籍調査（街区境界調査）事業です。この事

業は４１８万円の決算ですけれども、令和

５年度では、鶴野１丁目の一部及び２丁目

の一部、０．０２９平方キロメートルと、

新在家２丁目の一部で０．０２６平方キロ

メートルを実施されています。 

 これまで比較的、先進的に取り組まれて

きていると私も認識をしていますけども、

本市は面積比的にどれぐらいこの令和５

年度で実施が達成されたことになるのか

について、まず聞いておきます。 

 １２番目、市内環境維持事業です。 

 同じく決算概要１１８ページ、市内環境

維持業務委託料として２，９２５万３，４

００円の決算となっています。委託内容は、

事務報告書に記載がありますけれども、一

級河川安威川外１河川草刈業務委託２９

７万円とありますが、工期が令和５年１２

月５日から令和６年の１月３１日となっ

ています。ほとんど草が生える時期ではな

いのですけども、なぜこの時期になってい

るのかについて説明をお願いします。 

 １３番目、駅前広場施設管理事業です。 

 同じく決算概要１１８ページで、これは

私どもも随分要望してきて、千里丘駅西口

だけではなくて東口も大規模改修をして、

同じようにしてくださいという要望をし

てきました。令和５年度、令和６年度の２

か年事業として進められていまして、大半

は令和６年度に繰り越されています。まず、

令和５年度についての実績を御答弁くだ

さい。 

 次に、１４番目、千里丘９２号線道路管

理事業です。 

 先ほども答弁がありました。決算概要１

１８ページに載っていますが、この千里丘

９２号線はちょうど隣の吹田市が築造し

た道路が出来上がったことによって並行

して走っている芦森工業の横の道路です。
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これも要らなくなったということでまず

廃道された。それで、府道の入り口のとこ

ろがまだ開いたままになっていたという

ことで、府道の改修をされるのを私は見て

いました。今年の初め頃、２月ぐらいにや

ってはりましたが、府道の改修をされたの

で、本当は千里丘９２号線ではなくて府道

の改修工事だったと思います。それはいろ

いろ事情があって摂津市がお金を出して

やるということになったんです。これはい

ろいろケースがあって、府道を触る場合は、

府道は府がお金を出す場合もありますし、

今回は市の都合でやるので府ではなくて

市がやったということになると思います。

廃道は先にされていて、令和４年度で実は

芦森工業に売却済みであったということ

で認識しております。芦森工業に売る前に

ガス管の入替えをやったのですが、ガス管

の入替工事、令和３年度ぐらいにやってい

ると思います。廃道になることが分かって

いるのにガス管の入替えをやって、ガスは

入れ替えた後に、また歩道を全部きれいに

やり直していました。その後、廃道になっ

て芦森工業に売りました。令和４年度のや

り取りになって申し訳ないんですけど、そ

のてんまつが分かれば、どういうことだっ

たのかについて、何で大阪ガスをここに入

れたのか、向こう側に回したらよかったの

にと私は思うわけですけども、分かれば教

えてください。 

 １５番目、千里丘東５４号線道路改良事

業についてです。 

 決算概要１２０ページになりますが、千

里丘東５４号線道路改良事業で１，２２９

万４，７００円の決算になっています。こ

れは執行率が６４％です。随分節約された

ようですが、なぜこのように執行率を低く

できたのかについて、御答弁ください。 

 １６番目、千里丘三島線道路改良工事で

す。 

 同じく決算概要１２０ページです。いよ

いよこの千里丘三島線改良工事が完成に

近づいてまいりました。ところが一部でぽ

こっと出たところは合意ができなくて残

った感があるわけでございます。この辺の

てんまつ、信号のところまでできっちりで

きなかったことについて、御答弁ください。 

 それから、もう一つは、三島まちかど広

場から三島２丁目交差点までの西側にお

ける歩道整備についても基本設計をされ

ています。これも前々から要望していまし

た、畑とか駐車場があって、歩道も狭いで

すから、できやすいところから先にやるべ

きと言っておりましたが、その中身につい

て併せて御答弁をお願いします。 

 次、１７番目、正雀南千里丘線外２路線

道路改良事業についてです。 

 これも先ほど質問がありまして、答弁が

ありました。総合的に判断をして白紙撤回

しましたということです。 

 だけども、市長も変わられて新体制にな

る中で、これを逃したら恐らく駅前広場に

改良することは二度とできないと思うの

で、ここはもう一回再挑戦があってもいい

のではないかと思います。 

 全然関係ないんですけど、先日、大阪都

構想３度目の再挑戦と報道がありました。

駅前広場は２度目やから、もう一回再挑戦

することがあってもいいと思いますが、そ

の辺のお考えを聞かせてください。 

 それから、道路拡幅については継続して、

道路用地の拡幅をしていくということで

ございます。令和５年度時点の用地の現状、

どれほど確保できたかの交渉の中身につ

いて、併せて御答弁ください。 

 次に、１８番目の特定空家対策事務事業
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についてです。 

 これも先ほど質問があり、令和５年度の

実績は分かりました。空家法に基づく助言

等を１９件実施し、そのうち９件が改善さ

れたとのことで、非常に頑張っていただい

ていることは評価したいと思っています。 

 この中で、特定空家等の３件に命令措置

を実施して、所有権改善の指導も繰り返す

ことで特定空家の除去に至ったというこ

とでございます。 

 なかなか大変な取組をしていただいて

いる、粘り強い取組をしていると思うので

すが、所有者不明問題では、相続登記義務

化の法改正が実施されたことから動向を

注視していく必要があるとされています。

これは法律が変わっていく中で、さらに対

応はしやすくなっていくかもしれないと

思うのですが、どういうことかを説明くだ

さい。 

 次に、１９番、多世代同居・近居支援事

業です。 

 これも先ほど答弁がありましたので、そ

の中身は分かりました。令和５年度では補

助実績で住宅取得は３８件、転居は２０件、

住宅リフォーム助成は４件ということで

した。 

 年度途中で予算が足らなくなって補正

を組んだと、これは私も認識しているので

すが、令和５年度の取組について、補正を

組んでまでやらなあかんのはええことや

と思いました。担当課として令和５年度に

ついてどのように評価されているかにつ

いて、聞いておきます。 

 ２０番、震災対策推進事業についてです。 

 決算概要１２２ページで、震災対策推進

事業について、令和５年度での実績、また、

市内で建て替えも踏まえて耐震率はどん

どん上がってきていると思うので、耐震率

はどれぐらいまで伸びているかについて

も併せて御答弁ください。 

 ２１番、狭隘道路整備事業です。 

 これも先ほど御質問がありまして、この

ときは私も本委員会におりましたので、そ

のてんまつをよく覚えています。私はこの

狭隘道路整備事業について、できたときか

ら期待して、毎回質問する中で、水も漏ら

さず対応してくださいと、とにかく全ての

対象の道路を拡幅していくんだという強

い意志を持ってやってくださいと何度も

何度もお願いをしてきました。先ほど御答

弁があったように、３年前だったと思いま

すが、場所を重点化して、方向性を変えら

れました。その後、先ほど答弁があったよ

うに、令和５年度では狭隘道路は１件も補

助がなかったということです。そういう中

身も含めて狭隘道路協議は４２件あった

そうですけども、そのうち助成対象はなか

ったけども拡幅としてはやっている。建築

面積から敷地面積を引かなあかんという

ことがありますけど、移管しなかったら敷

地面積に含めておいていいというのがあ

ります。その辺のことで、当然小さい敷地

だったら道路だけはちゃんとやりますと

いうのもあると思うので、その辺の実際の

実態を教えてください。 

 次に、２２番目の公園維持管理事業です。 

 決算概要１２６ページで、３号街区の整

備工事、実施設計については先ほども質問

がありまして、土地区画整理事業の費用で

一部余剰が出ている費用を使ってやろう

ということで進んでいっていると思うの

で、これは結構です。 

 もう一つは、公園魅力向上実証実験をさ

れています。これは明和池公園で５０万円

の委託料でイベントをいろいろされる中

で、公園の魅力をどんどん向上していくと
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いうことですが、その委託の中身はどうで

あったのかと、いろいろ波及効果もあった

だろうと思います。他の公園で市民団体が

初めてやったようなお祭りもあったりと

か、あと市の南部地域でも１回やられたり

とかありました。全体的な波及も踏まえて、

この公園魅力向上実証実験がどうであっ

たのかについて聞いておきます。 

 それから、２３番目、市営住宅管理事業

です。 

 決算概要１２８ページになります。市営

住宅管理事業について、まず指定管理につ

いてですけど、令和５年度での実績につい

て概略を教えてください。 

 ２４番、防災対策事業について、これは

市民用避難所運用マニュアルのことにつ

いてでございますが、決算概要１３４ペー

ジになります。 

 この防災対策事業の中で、市民用避難所

運営マニュアルについて、令和５年度での

取組の概略を教えてください。 

 次に、２５番目、今度は個別避難計画の

策定です。この個別避難計画策定も国から

下りてきている重要な取組の一つになり

ますけれども、その取組もいろいろやられ

ていました。令和５年度の取組について御

答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、２６番目については、同じく

先ほどの防災対策事業の中で、防災人材の

育成についてで、防災士の受験の推進を、

補助を出してやっているんですけども、職

員は５人が受けてくれはったということ

です。なかなか市民のほうが厳しいように

聞いていますが、令和５年度での実績につ

いてお願いしたいと思います。 

 最後になりますが、２７番目、マイタイ

ムライン、これを普及されています。広報

せっつにもマイタイムラインのことを載

せていただいておりました。水害避難につ

いては遠方避難ということのマイタイム

ラインを普及していくということになっ

ていますけれども、令和５年度での普及は

どうであったのかについてお聞きします。 

 それから、これは意見だけ言っておきま

すけども、まず、先ほど質問でありました

ブロック塀の補助の件です。ブロック塀は、

例えば私道、つまり道路の形態をしている

んだけども市が認定している道ではない、

要するに底地が個人になっていたり、大阪

府の位置指定道路などで、ここに面してい

るところは対象外です。これは道路ではな

いかと言っても、いや、それは道路と違う

んですと、これは私道やから対象外ですよ

と言われることが、よくあります。これを

何とか私道であっても同じように人が通

れば危ないことになるので、補助したほう

がええと、随分言ってきましたけど、それ

は駄目だということになっています。これ

を改善しないとなかなか進まないという

ことを指摘しておきたいと思います。 

 それから、もう一つ、先ほどの土地売払

収入の中で、別府公民館の跡地を売却に入

れていたけども、敷地の境界がはっきりま

だ画定できていないので実施できなかっ

たという話がありました。これはもう何年

もかかっています。私が知っている中では

もう全部画定できていたはずなんですけ

ども、どうも間違っていて、もう１回やり

直さなあかんことになったと聞いていま

す。これはもう質問しませんけども、そう

いうことにならないように、しっかり一つ

一つの仕事に対して正確にやっていくと

いうことが必要だと思いますので、これは

指摘しておきます。質問ではありません。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号１番、財政
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全般についての御質問に御答弁申し上げ

ます。 

 令和５年度の決算についての評価とい

うことでございました。 

 令和５年度につきましては、それまでの

コロナ対策等についていろいろと対策を

講じていた中で、コロナをようやく乗り越

えた年度であったかと思っております。企

業の収益も改善を見せてきた中ではござ

いましたが、物価高騰という問題が出てき

た年でもございました。ここの部分につい

ても対応が必要になった年であったかと

思っております。 

 そんな中で、令和５年度は令和４年度に

引き続きまして、財政調整基金を取り崩す

という財政運営になりました。公共施設整

備基金も取崩しをして、合わせて約１４億

４，０００万円の繰入金をして５億９，８

８０万円ほどの黒字の確保に至ったとこ

ろでございます。 

 取崩しの部分と実質黒字の部分を差引

きしますと、実質的には８億円余りの収支

不足であったのかと思っております。 

 こういった収支不足が生じるというこ

とは、収支の均衡が図れていない状況でご

ざいまして、前年度に引き続いた状態と思

っております。 

 経常収支比率のお話もございましたが、

こちらも悪化して９８．５％となり、経常

的な収入で経常的な支出を賄うことがや

っとできている、財政の硬直化が進んでい

ると見ております。 

 こういった状況は続いていくと財政運

営にも支障を来すと考えておりますので、

今後改善を図っていく必要があると思っ

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 二つ目の御質問でござ

います。 

 郵送事業の通信運搬費でございます。 

 ３，２２８万７，７６６円で、主な内訳

でございますが、こちらは各課の郵便物の

支払いとなっております。 

 例えば、生活保護の関係ですとか、国民

健康保険の関係、介護保険の関係、あとは

税の関係が発送物として多くございます。

これらの福祉や税を合わせると全体の７

割を超えてくるということになっており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号３番、市立

集会所管理事業の修繕料に係る令和５年

度の実績でございます。 

 市としても定期的に集会所を点検、巡回

しているんですけれども、修繕の多くは管

理者から連絡があって、修繕を行っている

ところです。 

 令和５年度といたしましても、大小様々

な修繕を行っておりまして、施設数として

は２０施設、件数としましては２５件で、

金額としましては５８５万３，０５６円と

なっております。 

 続きまして、質問番号４、ＥＳＣＯサー

ビス料についてでございます。 

 令和５年度の効果検証結果でございま

すけれども、１次エネルギーの削減量につ

きましては達成率１０８．９％、削減金額

の達成率が１０９．９％でございまして、

ともに目標が達成されております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 質問番号５番につ

いてでございます。 

 事務報告書に記載しております令和５
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年度の行政手続等に係るオンライン化の

状況につきましては、令和４年度と比較さ

せていただきますと、犬の登録申請、死亡

届の手続が新たに増えております。 

 また、令和４年度の事務報告書に記載し

ておりました入札参加資格審査申請等の

手続は２年ごとの実施となっております

ので、令和５年度の事務報告書には記載し

ておりません。 

 なお、各項目の件数、オンライン割合に

ついての大きな変化はございません。 

 これからもオンライン手続の項目や総

件数は各課の年度ごとのイベント等によ

って変化をしてまいります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号６番、ＦＭ

推進事業で令和６年度の修繕実績、それか

ら、令和６年度に予算化されたものという

質問だったと思います。 

 令和５年度実施したものといたしまし

て、コミュニティプラザの外壁改修である

とか、温水プールの屋上防水工事、これら

２７件を実施しております。 

 令和６年度に予算化できたものといた

しましては、鳥飼書庫の解体設計であると

か、片田ハウスの解体設計、それから市民

図書館の外壁工事など１１件となってお

ります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号７番、防犯カ

メラ設置事業に係る費用対効果の御質問

に御答弁いたします。 

 防犯カメラの設置に関する費用対効果

といたしましては、防犯カメラの設置が犯

罪の発生率の低下に直接結びつくもので

はないだけに、効果測定は大変難しいもの

でございます。ただ、２４時間防犯カメラ

の目が光っていることによる犯罪の抑止

効果は計り知れないものがあると思って

おります。 

 今日、交通事故の状況証拠として、ドラ

イブレコーダーの映像を提供することが

もはや当たり前になりつつありますよう

に、防犯カメラの映像につきましても、犯

罪の抑止はもちろんのこと、事件、事故の

際にはその捜査になくてはならないもの

であります。 

 市民の安全・安心を確保する方策には

様々な分野で様々なものがあると思いま

すけれども、防犯カメラにつきまして、防

犯カメラがある場所においては凶悪な犯

罪は発生しにくいと誰もがそのように思

っているのではないでしょうか。費用対効

果については極めて高いと評価しており

ます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 ８番目の交通安全啓発

事業、令和５年度の取組で特筆すべきもの

についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 令和５年度におきましても例年どおり、

引き続き交通安全推進員による市内各地

での交通安全啓発活動や、交通安全運動期

間中における啓発キャンペーン、あるいは

運転免許証自主返納者への反射材付きジ

ャンパーの配布を行っております。 

 特筆すべき取組等としましては、令和５

年４月１日、改正道路交通法の施行により、

先ほど塚本委員の御答弁と重なりますが、

全年齢、自転車を利用する全ての方が自転

車用ヘルメットの努力義務化の対象とな

ったことを受け、６５歳以上の市内在住の

運転免許証自主返納者に限り、自転車用ヘ

ルメットを限定１００個配布して、法改正
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の周知と着用の啓発を行った取組でござ

います。 

 続きまして、９番目のシェアサイクルに

伴う市の評価についての御質問にお答え

いたします。 

 本市では令和２年３月に策定しました

摂津市自転車活用推進計画や、摂津市地域

公共交通協議会における移動手段の確保

の観点から、自転車の活用を推進している

ところでございます。 

 シェアサイクルは好きな場所とタイミ

ングで自転車の貸出しや返却ができる、比

較的短時間での利用に適している移動手

段であります。 

 これまで令和４年４月の実証実験開始

から、ポートの増設や近隣市での実証実験

の開始などの取組により利用回数が順調

に伸びているところからも、市が推進する

自転車の活用に大きく寄与しているもの

と考えております。 

 続きまして、１０番目の地域公共交通計

画策定について、令和５年度での取組の御

質問にお答えさせていただきます。 

 令和５年度は地域公共交通計画策定委

託において、地域公共交通協議会の立ち上

げに向け、市内バス事業者をはじめ、大学、

学識経験者との調整や、法令により必要と

なる構成員が立ち上げ要件の整理、分科会

の設置方針など、専門的な助言による支援

業務を実施いたしました。 

 その結果、令和６年２月２６日、摂津市

地域公共交通協議会を立ち上げ、同日に第

１回協議会と分科会を開催いたしました。 

 取組については以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、１１番目

の問いの都市再生地籍調査（街区境界調査）

事業の業務委託料に係る令和５年度の取

組、それから市内における面積比の実施率

とのお問いであったかと思います。 

 令和５年度におきましては、新在家２丁

目の一部、０．０２６平方キロメートル、

ヘクタールに直しますと２．６ヘクタール

でございます。こちらにつきまして令和４

年度に現地調査、境界測量等を行わせてい

ただいた分の面積測定と閲覧等を行わせ

ていただいております。 

 鶴野１丁目、２丁目の各一部０．０２９

平方キロメートルですが、こちらもヘクタ

ールに直しますと２．９ヘクタールでござ

います。こちらは現地調査、境界測量等を

行わせていただいております。 

 この調査自体が主要な道路で囲まれた

街区におきまして、公有地と私有地の官民

境界、それとその線上にございます民民の

筆界点、これを明確にさせていただく内容

でございます。 

 進捗率といたしましては、令和５年度末

で７．２％、面積でいいますと０．９５平

方キロメートルで、ヘクタールに直します

と９５ヘクタールでございます。 

 続きまして、質問番号１２番、市内環境

維持事業の業務委託料のうち、令和５年度

の一級河川安威川外１河川草刈業務委託

の実施時期についてのお問いでございま

す。 

 こちらにつきましては、実施時期が事務

報告書に記載のとおりでございますが、令

和５年１２月５日から令和６年の１月３

１日にかけて、機械除草で１万９６１９．

４平方メートル、こちらは対象区域といた

しまして４か所ございまして、１か所目が

安威川でございます。こちらは１１月下旬

から１２月中旬、２か所目が山田川でござ

います。こちらは１２月下旬、３点目が正

雀川分水路、こちらは１月上旬でございま



- 35 - 

 

す。最後に、４番目が東別府の神安水路沿

いでございますが、こちらは１２月下旬で

ございます。 

 この実施時期でございますが、先立ちま

して一級河川大正川外３河川草刈業務委

託が大阪府からの受託で委託しているも

のがございます。こちらが先行しておりま

すので、大正川、境川はじめ山田川であっ

たり、安威川も夏場に草刈りをさせていた

だいているところでございます。その足ら

ず分を市単独費用でもって実施させてい

ただいているところでございます。 

 次に、１３番目の駅前広場施設管理事業、

千里丘駅東口改良工事実施設計委託料の

令和５年度の取組というお問いでござい

ました。 

 こちらにつきましては、委員からも継続

的に要望いただいていた件と認識してお

ります。千里丘駅東口につきましては、平

成４年に再開発事業でもって駅前広場と

フォルテ摂津が供用を開始されて、既にも

う三十数年たっておる状況でございます。

当然ながら施設の老朽化は著しく目立っ

てきている状況で、都度修繕を行ってきた

ところでございますが、なかなか御利用を

される上で差し障りも出てきている状況

でございます。 

 このたび千里丘駅西口の再開発事業と

連動した形で東口駅前広場の再整備を行

ってまいりたいと考えております。 

 こちらにつきましては令和５年度の１

２月に補正予算を計上させていただいて、

令和６年度に全額繰越しをさせていただ

いている内容でございます。 

 続きまして、１４番目でございます。千

里丘９２号線の道路管理事業の内容のう

ち、令和３年度にガス管を入れ替えされて、

舗装は復旧されているという扱いの内容

で、令和４年度のてんまつとであったかと

思います。 

 先ほど塚本委員の質問の中でも答弁さ

せていただいておりますが、令和４年度以

降、普通財産になった時点で資産活用課の

所管になっております。契約等に関しては

後ほど資産活用課から御答弁をお願いし

たいと思います。ガス管の入替えにつきま

しては、道路の占用許可条件ということで、

こちらは令和４年度の当初予算の総務建

設常任委員会の議論の中でも、当時の道路

管理課長が申し上げていたとおり、道路占

用許可条件に基づいてガス管の入替えに

伴う舗装復旧をしていただいているとこ

ろでございます。 

 その後の経緯といたしましては、道路敷

を廃止させていただきまして、廃道敷にな

って、行政財産から普通財産に移行してい

るという状況でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 １５番目の千里丘東５

４号線、道路改良事業の執行率が６４％と

低いことにについて、御説明をさせていた

だきます。 

 令和５年度は竹の鼻ガードの東側の千

里丘東５丁目、これは１２番地内に当たる

んですが、用地の取得の進捗に合わせて延

長が約５０メートル、歩道の幅員２．５メ

ートル、歩道の整備をさせていただきまし

た。全体５０メートルの中で、令和４年度

でたしか当初は延長の半分ぐらいまでが

民間の開発によって用地を取得させてい

ただいたんですが、その後南側といいます

か、東側といいますか、そちらのモーター

プール、その土地所有者の協力も得まして、

全体で交差点から交差点までの区間を歩

道整備することができました。その分で予
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算を補正でいただいた中で令和５年度に

整備させていただきました。執行率につき

ましては、その詳細設計を行う際に、現場

状況や使用材料の精査等により決算額と

の乖離があったところでございます。 

 続きまして、１６番目、千里丘三島線、

一部で整備ができなかった部分のてんま

つの御説明でございます。 

 令和５年度は千里丘東２丁目地内の千

里丘駅南交差点から南側約１５０メート

ルにおきまして、現道の東側を拡幅し、歩

道の幅員が４．５メートルの歩道を整備い

たしました。 

 一部で整備ができなかった場所につき

ましては、委員が御存じのとおり、三島幼

稚園の北側の部分が約２０メートルの区

間でございます。事業の進む中で、これま

で地権者との間で土地の境界について交

渉を続けてきましたが、合意に至らず、現

在は土地所有権について係争中の案件と

なっております。 

 今後は裁判の進捗を注視してまいりた

いと考えております。 

 それから、まちかど広場西側の歩道整備

の中身についてでございますが、令和５年

度につきましては基本設計をしておりま

す。 

 基本設計は、歩道整備を行うために必要

な道路拡幅における平面線形や縦横断線

形を比較し、施工性や経済性、維持管理、

安全性などの総合的な検討を行った上で

技術的、経済的判定によってルートの中心

線を決定することを主な目的とした業務

でございます。 

 具体的には、対象区間約３００メートル

の区間の計画交通量や自転車通行空間、道

路排水、街路樹などの検討に加え、地下埋

設物の調査を実施するなど、今後の詳細設

計に必要な資料を整理しております。 

 中身につきましては現況約１２メート

ルですが、幅員計画につきましては、道路

幅員が１６メートル、その内訳としては、

車道が３メートル、自転車通行空間として

１．５メートル、歩道３．５メートル、合

わせて８メートルの上下線で１６メート

ルという内容で計画しております。 

 続きまして、１７番目の正雀南千里丘線

外２路線道路改良事業であったかと思い

ますが、令和５年度の再挑戦の考えについ

てです。 

 まず、令和５年度の取組状況です。広場

計画の地権者等への丁寧な説明を行って

まいりましたが、広場計画区域内の地権者

のみならず、地域の方々への理解が定着せ

ず、機運が高まらなかったことから、広場

計画案は白紙、断念となりました。 

 広場計画の再チャレンジのお問いでご

ざいますが、現時点においては全く考えて

おらず、道路の拡幅事業に専念することと

しております。 

 交渉の中身につきましては、相手のおる

ことですので、その内容についてのコメン

トは差し控えさせていただきたいと思い

ます。御了承願います。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号１４番の

続きで、旧市道千里丘４４号線の売却につ

いて説明させていただきます。 

 おっしゃっていただいたように、令和４

年度に売却をしておりまして、ガス管のほ

か、電気、ＮＴＴの電話線なども埋設され

ておりまして、地上権を設定した上で売却

しているということでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 
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○江草建設部副理事 １８番、特定空家等

対策事業についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 特定空家等を指導するに当たりまして、

所有者の確認が非常に大切となってきま

す。その重要な手段として、登記簿の確認

を行うことになりますけど、この相続登記

がなされていないということで所有者の

確定に非常に時間がかかる物件もあるの

が現状であります。 

 この相続登記について、令和６年４月か

ら義務化されております。法務局も力を入

れておりまして、令和５年中に大阪法務局

の北大阪支局長が関係課に訪問されて、窓

口等で案内していただくようにチラシを

配布されたりしておる状況です。 

 この中身につきましては、不動産を相続

したということを知り得てから３年以内

に相続登記を申請しなさいと。正当な理由

なくそれを怠ると１０万円以下の過料を

科される可能性があるという中身になっ

ております。 

 続きまして、１９番、多世代同居・近居

支援事業について、令和５年度の担当課の

評価及び補正予算の御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 この多世代同居・近居支援事業につきま

しては、摂津市における人口増加施策の一

つでありまして、制度設計上の効果につき

ましては、担当課としては十分上げておる

ものと考えております。 

 令和５年度の実施状況でございますけ

ど、住宅取得については３８件、リフォー

ムについて４件、転居について２０件、合

計６２件の補助を行っております。 

 続きまして、令和５年度におきましては、

第３回定例会におきまして５５０万円の

増額補正を行っております。 

 この補正をした理由についてでござい

ますけど、この制度を開始しましてから、

令和３年度、令和４年度と年度途中で予算

が枯渇したということで事業を途中で中

止しておりました。 

 この枯渇した理由としましては、補助要

綱の中で、補助対象事案が発生してから１

年間は補助の申請を行うことができると

いう要綱で実施しております。令和３年度、

令和４年度、令和５年度の補助の申請実績

を精査した中で、前年度に補助の要件が発

生しまして、年度当初に申請されている方

を令和５年度の予算で当該年度内に支払

えるように調整するために５５０万円の

増額補正をしました。令和５年度について

は年度いっぱい補助できるように補正の

要求をいたしたところでございます。 

 続きまして、震災対策推進事業の令和６

年度の取組及び耐震化率についてのお問

いでございます。 

 令和５年度の震災対策の取組状況とい

たしましては、耐震診断については９件、

耐震改修２件、除却については２件でござ

いました。 

 あと先ほど御答弁をしましたけど、ブロ

ック塀の撤去については、補助が４件で、

まだ大阪北部地震の経過観測をしている

分につきましては戸別訪問をして対応し

ていただくような啓発をしております。 

 あとブロック塀につきましては４件で、

撤去の延長といたしましては６４．５メー

トルの撤去実績でございます。 

 続きまして、耐震化率でございます。 

 耐震化率につきましては、推計値になっ

てしまうんですけど、平成２７年度の摂津

市住宅・建築物耐震改修促進計画の策定時

に調査いたしまして、その時点では８１％

でございました。その後、年度ごとに耐震
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改修が実施されたもの、除却されたもの、

新築されたものを差引き計算しまして、令

和５年１２月末現在で推計８８．６％程度

になっておるものと考えております。 

 この数値につきましてはおおむね年間

１％程度ずつ増加しておりますけど、建て

替えの物件について古い建物がどんどん

減ってきておりますので、その１％という

幅は今後少しずつ小さくなっていくと考

えております。 

 最後に、狭隘道路整備事業についてでご

ざいます。 

 令和５年度につきまして、補助実績はご

ざいませんでした。狭隘道路の協議につき

ましては４２件行っておりまして、補助の

重点エリア内で補助対象になるものにつ

きましては２件ございましたけど、申請は

なされなかったという状況です。 

 その協議後の道路の形状でございます

けど、建築基準法上で４メートル以上の道

路に接しないといけないというのがござ

いまして、道路形態といたしましては４メ

ートル、または４．８メートル幅の道路と

して協議が完了しております。 

 この狭隘道路の整備事業につきまして

は、建築課と道路管理課とともに実施して

おる事業でございまして、用地の管理等契

約につきましては道路管理課で行ってお

りますので、寺田副理事より答弁させてい

ただきます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 狭隘道路を整備の

実際の後退の内容でございます。 

 先ほど建築課からございましたように、

令和５年度、相談があったものを具体に建

築確認後の形態に合わせて整理をさせて

いただいております。 

 まず、後退用地については、寄附をいた

だいている物件が３件ございます。無償使

用貸借契約、つまり個人の土地の名義のま

ま道路として使用させていただく契約を

交わしていただいているのが８件ござい

ます。個人地のままの道路形態にはなるの

ですが、個人所有地のまま存置されるとい

うケースが１９件と確認させていただい

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 ２２番目、公園魅力

向上実証実験についての御質問にお答え

いたします。 

 まず、委託の中身という御質問でござい

ましたが、市がイベント開催を委託したも

のではございません。市としましては、イ

ベント主催者に対しましてイベント実施

に係る消耗品など材料の購入、チラシ、ポ

スターの作成、テント機材の賃借などに係

る経費を対象としまして補助金を交付し

ており、イベントの中で実証実験としてア

ンケートを実施させていただいたもので

ございます。 

 このイベントが御承知いただいており

ますとおり、令和４年度から令和６年度ま

で開催いたしました桜まつりでございま

す。 

 この桜まつりの波及効果についてでご

ざいます。これまで本市ではキッチンカー

を導入したイベントはなかったように思

いますが、桜まつりの開催後にはキッチン

カー出店の問合せですとか、他市の団体か

らキッチンカーを導入したイベント開催

の相談がありまして、今年度は平和公園で

開催されております。 

 このように摂津市においてもこのよう

なイベント開催が可能であるとの周知に

つながっているものと考えておりますし、
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ほかのイベントも開催されておりますこ

とから、一定の波及効果はあったものと考

えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 ２３番目、市営住宅

管理事業について、指定管理者の令和５年

度の実績でございます。 

 指定管理者、５年間を指定期間といたし

ておりまして、令和５年度は令和元年度か

らの指定の最終年でございました。指定管

理者は日本管財・日本住宅管理共同事業体

で、入居の手続や家賃収納、施設の修繕な

ど、様々な業務を行っております。 

 そのほか独自のサービスとして安否確

認サービスなども実施しておりまして、令

和５年度の指定管理者の評価結果におい

てもＡ評価、良好としております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２４番、避難

所運営マニュアルの令和５年の取組に関

するお問いにお答えいたします。 

 令和５年度につきましては、子育て総合

支援センター遊戯室を対象といたしまし

た避難所運営マニュアルの作成に向けま

して、三宅地区の自主防災組織、そして、

防災サポーターの皆様方にお集まりいた

だきまして２度ワークショップを開催い

たしました。 

 １度目は令和５年１２月１７日、避難所

運営マニュアル案の説明をさせていただ

きまして、お集まりの方々にその内容につ

いて御議論いただきました。 

 ２回目につきましては年明け、令和６年

１月２８日、避難所運営マニュアル案の実

地検証の訓練をいたしまして、それらの議

論ないしは検証結果を踏まえて、必要な修

正を加えて完成に至っております。 

 質問番号２５番、個別避難計画の令和５

年の取組に関する御質問に御答弁申し上

げます。 

 個別避難計画の作成に当たりましては、

避難行動要支援者名簿に記載、または記録

された避難行動要支援者のうち、作成の優

先順位が高いと市町村が考えるものにつ

きまして取り組むように努めることとな

っております。令和５年度につきましては、

茨木保健所様と連携させていただきなが

ら、市内にお住まいの難病患者２名を対象

にその保護者と面談を行うなどして、個別

避難計画の素案の作成を行いました。 

 ただし、受入先となる施設に当該要支援

者を災害時に避難者として受け入れてい

ただける確約は、令和５年度末の段階では

取り付けることができておりません。 

 ただし、２名中１名につきましては、本

年に入りまして、避難先との交渉がまとま

りまして１件の計画を策定するまでに至

っております。 

 先日、対象者の御自宅に伺いまして、御

両親にその旨を報告すると、大変喜んでい

ただくことができましたことを、報告させ

ていただきます。 

 質問番号２６番、防災人材の育成に関す

る御質問でございます。 

 防災士受験の推進に係ります令和５年

度の実績でございます。 

 防災危機管理課といたしましては、人事

異動等による事情もございますが、応急対

策時の組織体制である各班に少なくとも

１名は防災士の資格取得者が在籍してい

る状況が望ましいと考えております。 

 令和５年度は防災士が在籍しておりま

せんでした班の職員及び防災危機管理課

職員から受講者を選定いたしまして、本部
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班、人権推進班、環境班、避難班、下水道

班から１名ずつの計５名が受験しており

まして、全員が合格しております。 

 質問番号２７番、マイタイムラインの普

及に係る令和５年度の実績に関する御質

問に御答弁いたします。 

 令和５年度は主に３点の取組を行って

おります。 

 １点目といたしましては、広報せっつ６

月号におきまして、市の水害リスク及び広

域避難の必要性について啓発するととも

に、避難を開始するタイミングと行き先を

御記入いただけるページを掲載いたして

おります。 

 ２点目といたしまして、昨年度は出前講

座を計２４回実施しておりますが、申込者

と事前に講座内容の打合せを行う中で、水

害対策に関する御希望があった場合には、

マイタイムラインについて考えていただ

くといった内容も盛り込んだ上で講座を

実施いたしております。 

 最後に３点目といたしまして、鳥飼北小

学校区におきまして、地域版防災マップを

作成する中で、避難を開始するタイミング

や行き先等について考えるためのワーク

ショップを実施しておりまして、自主防災

会、防災サポーター、それから民生・児童

委員、校区福祉委員、ＰＴＡの役員、小・

中学校の教職員の方々に御参加いただい

ております。 

 以上です。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。 

 １番目でございますが、財政全般につい

て答弁いただきました。まず、経常収支比

率、９８．５％になり悪化したということ

でございますが、その要因としていろいろ

あると思います。例えば扶助費が高くなっ

ているとか、いろいろあると思うので、も

う少し要因についてお願いします。 

 それから、地方交付税計画です。臨時財

政対策債については、当初より少なくなっ

ているとのことです。これは国の臨時財政

対策債の計画が圧縮されている影響もあ

ったんだろうと思います。逆に、摂津市の

財政的にはまずまずの中身であったとい

うこともうかがえるのかも分かりません。

その辺のことを踏まえて御答弁ください。 

 それから、市府民税も見立てよりも少し

上がっているということで、コロナが明け

て法人もまずまずであったと思います。個

人的にも下がることなく一定の所得に落

ち着いていたのかという見方もできるわ

けですが、この辺も踏まえて見立てについ

て教えてください。 

 そして、４番目には、固定資産税を聞こ

うと思ったんですが、これは先ほど質問が

ありましたから、理由はよく分かりました。

新築等の件数が増えて、滅失分を上回る増

額になっていることとか、土地の評価が上

がったのは次の評価替えのときに反映さ

れるということで、期待ができるようなこ

とも言われていました。 

 それから、市たばこ税です。市たばこ税

は非常に扱い方が難しいと私も思ってい

ます。健康施策から言いますと、喫煙率を

下げることになります。市たばこ税が下が

っていくことは、ある意味では望ましいわ

けです。 

 ただ、本市は昼間人口が多いので、市外

から来た人が市内で買ってくれるという

場合もあります。また、コンビニ等では、

本部のあるところに納税されることがあ

って、一概に測れるものではないと思うの

ですけど、そういう意味では市たばこ税は
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非常に扱いが難しいと思っています。 

 一方で、摂津市は路上喫煙の禁止であっ

たりとか、施設内で禁煙としています。今、

苦情を聴いているのは、旧三宅小学校にお

いて、敷地内では吸わないでくださいとし

ていることから、敷地外で吸っています。

利用する人で、吸う人は道路で吸うと。道

路は茨木市域です。茨木市の方からいつも

道路にたばこの吸い殻が落ちていると苦

情を聴いています。学校の外でたばこを吸

うから、私はいつも掃除しているんですと。

これはぜひ施設の管理者としても頭に入

れておいてください。灰皿を置くなり、吸

わないようにするとか、茨木市の方に迷惑

をかけないようにお願いしておきます。 

 今の以外は御答弁ください。 

 ２番目、郵送事業ですけれども、税と福

祉関係が非常に多くなっていると御答弁

いただきました。たかだか数十円ですけど

料金が上がりました。市民からは、無駄や

という指摘を今でも聴いています。 

 例えば保険料とか、分割相談に行って、

納付書をもらっているのにまた送ってく

ると。これはもう破棄しておいてください

という前提で送ってくる。これは一斉に送

ることにしているからそうなるんだろう

と思います。あと、もう払ったのに督促状

がまた来たとか、システム上でいろいろあ

ると思いますが、こういうことについて改

善する、無駄だと指摘をされているような

ケースについてどのように認識されてい

るのか聞いておきます。 

 次、３番目に、市立集会所の管理事業で

す。古くなった集会所をどんどん修繕して

いくということが、モグラたたきのように

続いています。その中で、集会所の老朽化

と耐震の問題について、随分前から問題視

してきましたが、ようやく令和６年度で集

会所の老朽化の程度を調査するために躯

体や設備の基礎調査費用を計上されてい

ます。調査後には改修計画の策定になるの

かと思いますけど、見通しについて、教え

てください。 

 もう一つは、令和５年度に第２８集会所

など三つの集会所でＬＥＤ化がされてい

ます。このＬＥＤ化計画もあるのかどうか

を含めて、今後の計画について御答弁くだ

さい。 

 次、４番目、ＥＳＣＯサービス料につい

てでございます。 

 なかなかのいい評価としては上がって

いるということで、当初からいい計画だと

認識します。エネルギー達成率は１０８．

９％、それから金額的に言うと１０９．

９％で、非常に成績のいい状況になってい

ると思っています。これは物価高で光熱費

が高まっているので、なおさら効果が上が

っているのかと思ったりするわけです。今

のエネルギー効率の話とか、お金の話は聞

きましたけど、それ以外の課題についてあ

れば、この際教えてください。 

 次、５番目、ＤＸ推進事業についてでご

ざいます。 

 事務報告書に書いてあるのは、引き続き

今までやってきたもので新しいものは犬

の登録申請という話でした。その中で、目

立って対象者が多い案件で、その対象とな

る人が多い、この事務報告書に書いてある

やつで、子育て関連の申請は、結構対象者

が多いです。対象者が多いのに、なかなか

伸びていないんです。利用する人が少ない

のは少し気になるのですが、なかなか利用

してもらう人が少ないことについて、担当

課としてどのように評価されているのか、

御答弁ください。 

 次に、ＦＭ推進事業についてであります。
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これは聞き取り調査をしてしっかりと予

算化をしてやっていると認識したいと思

います。一個一個は聞いていませんけど、

これは予算化されており、令和７年度も予

算化されていくと思いますので、それはも

うそれでよしとしたいと思います。 

 その中で、長年の課題になっていますの

は三宅小学校の跡地、それから味舌小学校

の跡地、これをどうしていくのかというこ

とは方向づけがされておりません。今のと

ころは避難のための防災の用地というこ

とで売却は凍結となっています。令和５年

度の検討内容、現在も踏まえていただいて

結構ですが、この二つの小学校跡地の検討

内容について、御答弁をお願いします。 

 次、７番目、防犯カメラの設置について

でございます。費用対効果は限りなくある

ということでございます。令和６年度も、

２５台を新設されて、１８０台体制となっ

ています。これはもう極めて警察の要望が

強くて設定をされていっていると認識を

しています。警察との協議の中で、当犯人

逮捕とかになったら必ずと言っていいほ

ど防犯カメラの映像が必要になります。そ

ういう意味では非常に効果を発揮してい

ると思いますし、また抑止力も効果を発揮

しています。まだまだ摂津市は決して多い

とは言えないと思いますが、この際、来年

に向けての警察との協議はどうなってい

るのか、答弁できるのであればお願いしま

す。 

 ８番目、交通安全啓発事業についてでご

ざいます。先ほど令和５年度の取組をいろ

いろおっしゃっていただきました。自転車

を中心としたまちづくりをやっていこう

という中で、限定１００個の自転車用ヘル

メットを高齢者の方にお渡しになったと

か、あと人生１００年ドライブをやってい

るとなっていました。人生１００年ドライ

ブは、免許証を返納し、引取り手のない放

置自転車を提供するということで、令和５

年度では３２台提供したということです。

１回目のときは贈呈式をやりましたけど

も、そのときにも、当然ヘルメットはして

くださいという指導もしながらやってい

ました。あと反射材付きジャンパーも、自

転車に乗ることを意識して考えられてい

ると思います。自転車によるまちづくりを

やる中では、ヘルメットはこれからちゃん

と着用してもらえるように、高齢者だけで

はなくて、若い世代も含めてやっていかな

いとあかんと思います。そこで、先ほど議

論になりましたけど、摂津市には、自転車

安全利用倫理条例があります。これは平成

２４年に制定されました。条例上、ヘルメ

ットの着用義務はありませんが、携帯電話

をしながら運転をしないなどが規定され

ております。しかし、ヘルメットをかぶる

ことは学校長の責務の中で、児童、生徒、

学生の理解を深めるように規定されてい

ます。学校長の責務だから、それ以外の人

に対してヘルメットを着用することは何

も書いておりません。こういうことから摂

津市の姿勢を示すためには条例改正も必

要だと思います。特に飲酒もあかんとは書

いていない。現在は、道路交通法の改正で

飲酒は駄目になりました。こういう意味で

は、まず条例を改正して心意気を示すこと

が必要だと思いますけれども、そこのとこ

ろを答えていただきたいと思います。 

 それからもう一つは、大阪府はヘルメッ

ト着用率が全国ワーストワンです。なので

先ほど塚本委員が言っておられましたけ

ども、減らさないためにもあえて取組をす

ることが大事だと思います。過去には歩き

スマホアカン隊を結成しました。当時は一
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生懸命やったけど、ヘルメットは何もしな

い。だから、ヘルメットかぶせ隊をつくっ

て、どんどんＰＲして、本気やでというと

ころを示すところが大事だと思いますけ

ども、併せてその考え方を言ってください。 

 それから、もう一つ、先ほどあった改正

道路交通法が１１月１日から施行されま

して、飲酒運転が非常に厳しくなりました。

それから、飲酒を提供した者も駄目、それ

から、飲んでいるのが分かっているのに自

転車を貸した人も駄目になりました。 

 道路交通法が非常に厳しくなっていて、

市がホームページに載せているのは見ま

したけども、こういうのも含めて、条例ま

でつくってやっているのですから、自転車

についてのマナーを本気になってやるこ

とについて、どのように考えておられるの

か、聞いておきます。 

 次、公共交通事業、自転車対策について

でございます。実証実験としてはよかった

のかもしれません。ですけれども、一つ気

になるのは、ヘルメットです。自転車は借

りられますけど、自分が持っていかないと

ヘルメットはない。ヘルメットを持ってい

く意識を持てるようなことも考えていく

べきだと思います。 

 昨日、あるところへ行って、レンタサイ

クルを借りましたけど、ヘルメットを貸し

てくれました。レンタサイクルもそういう

ことを考えていく時代になってきている

と思いますので、これは一つ、視点として

持っていただきたいと思います。 

 その上で、令和５年７月末で、実は千里

丘駅前にありました駅リンくんが閉鎖さ

れました。自転車によるまちづくりを推進

する本市としては、大変影響があることや

と思います。昔は千里丘駅前に２件ありま

した。レンタサイクルマイケルというとこ

ろと、駅リンくんです。マイケルは先にな

くなって、駅リンくんもついになくなりま

した。しかし、このシェアサイクルのステ

ーションはこの近くにはないです。千里丘

駅周辺にはありません。 

 この駅リンくんがなくなったことにつ

いて、影響をどう考えているのか。 

 それから、シェアサイクルの利用者アン

ケートの結果では、自分が利用するのにき

っかけとなったのは、このサイクルポート

があるのを見て、借りようとなったという

のが多いようです。サイクルポート、これ

をもっと密度を高めていこうということ

は書いています。増設を進めていこうとい

うことですけども、具体的に増設をする考

え方でまとまったものがあるのか。 

 また、千里丘駅周辺の自転車行政をどう

考えていくのかと併せて御答弁ください。 

 次に、１０番目の地域公共交通計画の策

定についてです。 

 先ほど答弁いただきましたけども、令和

６年２月２６日に最初の立ち上げとそれ

から協議会を行ったと、それから、専門部

会も行ったということでございます。特に

鳥飼地域の公共交通の課題解決には、交通

事業者もそうですけども、全市的に周辺地

域と連携して検討を進めていく必要があ

ると思います。今回の地域公共交通協議会

については、鳥飼まちづくりグランドデザ

インの考え方を踏まえて、摂津市の地域公

共交通計画策定に向けて引き続き連携を

進めていくとされています。２月２６日に

第１回をやられたと。ところが２回目の協

議会があって、そして、そのうち４回の分

科会が開催されて、先日、第３回協議会の

中では素案が出てきまして、年度が明けた

らもう一回やって、もうパブリックコメン

トに出す。スケジュールには、パブリック
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コメントを出してもう出来上がりになる

と載っていました。本当に民意がちゃんと

酌み取れているのかは、少し危惧をしてい

ます。地域住民の思いがそこに入っている

のか、そういうことも踏まえてどのように

考えているのか。 

 もう一つは、もう既に第３回のこの協議

会の中で素案が発表されていました。その

素案について、概略を教えてください。 

 次、１１番、都市再生地籍調査について

でございます。全体を聞きましたら、意外

にまだ進んでいない。７．２％ぐらいだか

ら少ないと思いました。もっと進んでいる、

半分ぐらいできているのかと思っていま

したが、なかなかそうはいきません。なか

なか難しいです。国からの補助金をもらっ

て、ずっと割り当ててやっているので、た

しか前に聞いたときは、北摂各市の中では

結構進んでいるほうだと認識をしていま

したが、合意していくことが非常に厄介な

んです。道路境界のところを合意していく、

それから、隣の境界を合意していく。官民

連携型というんですか、民民も連携する部

分があると思いますけども、都市部で難し

いので道路と官民のところの分だけとい

うことになると思います。これは粛々と取

り組んでいただきたいと思いますが、能登

半島で大きな地震になって地形が変わっ

てしまいました。変わってしまったらどう

なるんですか、復元するんですか、全部の

土地をということになるのか、もう一回や

り直しをするのか、非常に疑問に思ってい

ました。例えば南海トラフ地震はもう３０

年以内に７０％から８０％と言われてい

るので、かなり揺れたら地形が変わり、道

路がずれたりします。そういうときはどう

するんですかという話があるんですけど、

御答弁ください。 

 次に、１２番目の市内環境維持事業です。

先ほど御答弁いただいて、大阪府から受託

したものを夏場に実施し、残りの分をやる

のでこの時期になるとのことです。時期的

に言うと、１２月頃は、草木が伸びないん

です。だから、何でこんな時期に草を刈る

んやと、私は何回も言われたことあるんで

す。それやったらもっと伸びているときに

刈ってくれたええやないかと、今までも言

われたことがあるので、この発注時期につ

いて、一番繁茂しているときにやることが

費用対効果にもつながると思います。時期

についてはもう少し何とかならないかと

いうことについて検討いただきたいと思

います。市民からそういう声が出ないよう

に、これは検討してもう少し早くできるよ

うに、繁茂しているときにやるということ

が大事だと思うのでお願いします。 

 私はうがった考え方をしていまして、こ

ういう寒い時期は業界の人は仕事がない

ので、業者を守る意味もあってこういう寒

い時期にやっているのと違うかと考えた

りします。決してそういうのではないと思

いますけど、時期は市民が見ても、もう今

刈ってほしいときに刈るのが大事なので、

よろしくお願いします。これは要望です。 

 次に、１３番です。 

 千里丘駅東口の改修設計でございます。

令和６年度に持ち越されているので、今ち

ょうどやられていると思いますけども、設

計の概略について改めて聞いておきます。 

 もう一つ、本当は店舗も活性化をするよ

うにしていただけたら一番ありがたいの

ですが、なかなか難しい、もう既に入って

いる。だけども廊下とか、それだけじゃな

くて、できたらフォルテそのものも活性化

できることは何かできないかと思うわけ

です。ここは産業振興課などと連携を取り
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ながら何か工夫を凝らしていただきたい

ということで、ここのところはもう要望と

しておきますが、今のところだけ御答弁く

ださい。 

 次に、千里丘９２号線の話です。 

 ほんまはもう売却するんであれば、そこ

から新しい道路に移行して、新しく横に道

路ができたんやから、そこへ計画的にガス

も電気も電線も入れてもらったらよかっ

たのではないかと私は思うのですが、何か

計画性がないように思います。廃道しても

売却するのであれば、その占有も向こうが

築造しているときにそっちに持っていっ

てもらったらよかったと感じます。そうで

きたら一番よかった、何か先見性がないよ

うな気がするんですけども、これは終わっ

てしまっていることですが、先々を考えた

ら、これはこっちに移動して、これはもう

きれいな形で高く売ろうとか、そういう考

え方をしないとあかんと思います。これは

ぜひそういうことを考えてやっていただ

きたいということで、要望としておきます。 

 次、千里丘５４号線の関係です。 

 これは長年の課題であったことをやっ

ていただいて本当にありがたいと思って

います。うまくしていただいて感謝してい

ます。 

 ただ、話が替わるかもしれないですが、

ガードに入ろうと思っても、対面から来た

車が手前のところの信号が赤やから止ま

ってしまって出てこないケースがよくあ

ります。それで、再び青になるまでじっと

待っているんです。本当は出なあかんねん

けど、道の途中で立ち往生しているという

ことになっています。この前も見ました。

これを何とか改善してほしいという声が

上がっているんですけども、そのことにつ

いて認識をどう持っているのかと、改善策

について何かあるのか、御答弁をお願いし

ます。 

 それから、１６番目の千里丘三島線の道

路改良事業については、今係争中であると

いうことですので、これは時間がかかるか

も分かりません。次は阪急京都線連続立体

交差事業と合わせて残りの部分の拡幅を

やっていくとなっていたと思います。ここ

だけはぜひとも裁判なりで決着がついて、

境界確定でき次第、早めにここはやってい

ただきたいと思うので、考え方があるのか

を聞いておきます。 

 それから、もう一方の三島まちかど広場

から三島２丁目交差点までの拡幅の基本

設計について、答弁いただきました。全幅

１６メートルで歩道が３．５メートル、自

転車道路が１．５メートルつくと、車道が

６メートルになるということで、これはも

うぜひ進めていただきたいと要望してお

きます。 

 次、１７番の正雀駅前の広場への再挑戦

は、今のところ全く考えがないということ

でございます。一定拡幅にめどがついた段

階でもいいと思いますけど、このままで終

わるのはもったいないと思いますので、こ

れは継続してまたやっていただきたいと

思いますからよろしくお願いします。これ

は要望です。 

 次に、１８番、特定空家のことでござい

ますが、これも分かりました。まだまだ課

題も多くありますし、空き家もたくさん存

在しています。例えば千里丘東２丁目には、

火事になったまま、あと誰もいなくなって

空き家になっているものがあります。２階

なんか窓も開けっ放しになっていますけ

ども、こういうものも含めて粘り強くこれ

からも対応していただきたいと要望して、

エールを送っておきます。これも要望です。 
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 次に、１９番、多世代同居・近居支援事

業についてであります。これまで令和３年

度、令和４年度はお金がなくなったら翌年

度の予算を待ってくださいとやっていた

のを、令和５年度からは補正予算を取って、

それで、申請があったら速やかに支払いが

できるようにしたということですので、こ

れも評価しておきます。 

 ただ、周知をもっと積極的にやっていた

だきたいと思うんです。新築で転入された

方はチラシを渡しておられますが、購入を

考えている若い世代の背中を押すような

積極的な周知、これはシティプロモーショ

ンの一環であります。もう分かっています

というぐらいにこちらがもっと積極的に

周知すべきやと思いますので、ここのとこ

ろは要望しておきますので御検討をお願

いします。これも要望です。 

 続いて、２０番、耐震のお話です。耐震

診断が９件と耐震改修が２件、除去が２件

でございました。少しずつ進めておられま

す。毎年この耐震相談会みたいなことをや

られているのをよく知っています。対象地

域でチラシをまきながらやられています。 

 大阪北部地震の後は非常に高かった意

識が、だんだん薄れてきて、今年、能登半

島地震がありました。これでまた少し意識

が上がったのかと思うんですけども、能登

半島地震以降また意識が上がってきてい

るとか、そういうことがあればお答えくだ

さい。 

 ２１番、狭隘道路です。 

 少し分かりにくかったんですけど、令和

５年度では、狭隘道路やけど重点地域では

ないところで寄附をいただいたのが３件

あったと。それから、寄附はいただかなか

ったけども、無償使用承諾をしてくれたの

が８件あった。 

 あと個人の所有になっているけどもＬ

型側溝で形だけはしましたよというのが

１９件あったということでした。全体とし

て、３０件はＬ型側溝で中心から２．４メ

ートル下がった形状になりましたという

ことです。あとの１２件は４メートルだけ

だということです。それやったら一応よし

としたいと思いますが、本当は４２件全部

下げてくださいという思いです。それぐら

い水も漏らさずやってほしいんですけれ

ども、この制度がまたほぼ元に戻って、全

域に広げて今回やっていただくというこ

とでございます。摂津市の道路を広げる唯

一の取組なので、茨木市は早くからこれを

やっています。ぜひとも今後頑張って、担

当部は大変ですけど、ぜひとも水も漏らさ

ずやっていただきたいということを強く、

強く言っておきます。要望です。 

 次に、公園維持管理事業です。 

 先ほど実証実験のことについていろい

ろ波及していって、平和公園でも実施され

たとのことでした。 

 先ほど言われましたアンケートをされ

た中で、イベント系の継続を求める声が非

常に多かったということです。実証実験後

におけるイベントについては検討してい

くと行政経営戦略の中に書いてありまし

たけども、具体的に今後はどんなふうに実

施されるのか。 

 それから、もう一つは少し違う観点です

けど、同じ水みどり課では開発者に対して

接道緑化を考慮した指導を行った結果、接

道緑化を取り入れた開発者が７件あった

ということでございます。接道緑化につい

ての考え方について、具体的に教えてくだ

さい。 

 次に、２３番、市営住宅についてでござ

います。指定管理でいろいろ頑張っていた
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だいていると、ちゃんとやっていただいて

いると思っています。また、安否確認もそ

ういう制度を取り入れてやっていただい

ているということで、高齢者が多いですか

らこれは非常に安心すると思うのですが、

令和５年度中で災害等の被災者で市営住

宅の一時使用ができるのは市内に居住し

ている者に限られていたので、大規模災害

での被災者受入れを想定して、市外に居住

している被災者も一時使用できるように、

摂津市営住宅一時使用実施要綱を改正し

たと書いてあります。これは能登半島地震

とか、そういうところで来られても受け入

れることは今までできなかったと思うん

ですけども、これをできるようにしたとい

うことで、どういうことになっているのか

教えてください。 

 ２４番、市民用避難所運営マニュアルに

ついてです。 

 先ほど答弁があって、三宅地区でワーク

ショップをやりました。検証のための避難

訓練もやりました。もう一回１２月１日に、

今度はもう市役所の手を借りずに自分た

ちだけでこの避難所を開設する訓練をす

るということでございます。確認しに行き

たいと思っていますけれども、それを基に

これから各地域でそれぞれの施設に合っ

た避難所運営マニュアルを作成する段階

に入っておられると思います。その辺の取

組についてどのように展開されているの

かについて御答弁をお願いします。 

 次に、個別避難計画です。 

 個別避難計画は先ほどあったように、新

温泉町と提携を組んで、その発表会がコミ

プラでありました。私も行かせていただい

て、すごい大がかりな取組になっていると

いうことで、これは評価したいと思います。

２件しかできていないということでこれ

からこういう対象者をどんどんつくって

いかなあかんと思うんですけども、このこ

とを全体的にどう具現化していくのかに

ついての考えがあるのかどうか。 

 それから、もう一つ、少し前に避難行動

要支援者台帳というのがありました。各地

域で手を挙げていただいて、本人が載せる

ことに了解をした人たちの名簿を市がつ

くって、それを自治会に渡してということ

をされていたと思います。令和５年度でも

また新たに３８人の申請を受けて、それを

載せて、自治会に渡して、共有したとなっ

ています。この制度を今もずっと変わらず

やっているのか。課題があれば教えてくだ

さい。 

 それから、避難所の在り方について、災

害時に誰もが安心して利用できる避難所

運営をするためには、多様な人がコミュニ

ケーションを取りながら避難所の在り方

を検討する必要があると、行政経営戦略に

書いてあります。具体的にそれをするため

にどういうことをしていくのか、お答えく

ださい。 

 最後に、マイタイムラインについてでご

ざいます。これもいろいろ出前講座等でや

っていただいているというのは分かりま

す。でも、言い続けていくことは非常に大

事なことだと思うので、とにかく言い続け

ていただいて、意識が浸透していくように

お願いしたいと思います。 

 それから、もう一つ、出前講座の際に、

地震には家具の固定とか、家における備蓄

とかも言うてもらっていると思いますが、

専用のチラシがつくられているわけでは

ありません。そういうチラシを持って、出

前講座の際には分かってもらえるような

取組をぜひともやってほしいので、分かり

やすいチラシをつくっていただきますよ



- 48 - 

 

うにお願いをして２７番は要望です。 

 以上です。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

 ４５分に再開します。 

（午後３時１２分 休憩） 

（午後３時４５分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 藤浦委員の２回目の質問で、抜けていた

項目があるとの申し出がありますので、再

度質疑をよろしくお願いいたします。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ２６番ですが、防災人材

の育成についてで、令和５年度は５人の職

員が防災士に合格されたということで、職

員の防災士は２１人になりました。一方で、

市民の取得数についてはお聞きしていな

かったので、市民はどれぐらい取られたか

をお答えください。 

 それからもう一つは、この防災サポータ

ーについては常日頃から様々な刺激を与

えるというか、士気を挙げるためにいろい

ろやってくださいとお願いしていました

が、令和５年度では職員と防災サポーター

を対象に防災講演会を実施して、職員５８

人、防災サポーター４３人が参加したとい

うことでございました。 

 その講演の内容について、どのような講

演であったかについて、御答弁をお願いし

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 ２回目の御質問に

お答え申し上げます。 

 財政のことについての御質問で、経常収

支比率の悪化の要因と臨時財政対策債が

当初見込んでいたよりも減っていること

について、どうであるかの御質問でござい

ました。 

 まず一つ目の経常収支比率が９８．５％

と悪化しました。その要因についてでござ

いますが、令和４年度と比較しまして、経

常収支比率を算出いたしますときに分母

となるものが経常一般財源等総額という

ものになります。こちらと分子である経常

経費充当一般財源等というものがござい

ます。 

 まず分母となる部分については歳入で

ございまして、歳入においては固定資産税

の増加は前年度と比べてありました。一方

で、普通交付税と臨時財政対策債について

も減少したということで、全体で経常一般

財源等総額が２億４，８００万円ほど前年

度に比べて減少したということがござい

ました。 

 次に分子となる歳出の部分で、そこが増

加をいたしました。全体としては約８億５

００万円増加をいたしました。その内容と

いたしましては扶助費、補助費等、繰出金、

これらが前年度より増加をしております。 

 主なものといたしましては、扶助費にお

いては教育・保育給付費負担金で、補助費

等につきましては広域の処理運営費負担

金で、茨木市と広域でごみの処理をしてお

りますけれども、その負担金でございます。 

 あと繰出金につきましては、大阪府の後

期高齢者の広域連合の医療給付費等の負

担金と介護保険の特別会計への繰出金、こ

ういうものが増加というところで、大きか

った要因かと見ております。 

 次に、臨時財政対策債が当初よりも乖離

が出て少なかったところの部分について

でございます。先ほど委員もおっしゃいま

したけれども、当初予算のときには地方財

政計画において、地方交付税及び臨時財政

対策債の伸び等を見て予算計上しておる
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ところでございます。 

 それで臨時財政対策債につきましては、

地方の財源不足を普通交付税によって埋

めることができない場合には、地方と国が

折半して負担する性質のものです。実際に

その年度で地方団体の普通交付税の算定

を行って、財源不足を普通交付税で措置さ

れる金額は出てまいりまして、その中で臨

時財政対策債に振り替えられる部分を決

定するところでございます。 

 それで令和４年度と比べまして、基準財

政収入額と需要額ともに令和５年度は増

加をしておりますけれども、収入額の増加

のほうが基準財政需要額よりも大きい幅

で増加いたしましたので、結果として財政

力が高く算定されたところでございます。

結果といたしましては、普通交付税が臨時

財政対策債も含めて令和４年度より減少

したというところでございますが、その分、

税収のほうが上がっていたというところ

でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 ２回目の御質問のう

ち質問番号１番、市民税についての見立て

はどうであったかの御質問であったかと

思います。 

 令和５年度予算編成時の状況でござい

ますが、令和５年１月の内閣府の月例経済

報告では、一部に弱さが見られるものの、

景気は緩やかに持ち直しているとの基調

判断がございました。また企業収益も総じ

て改善、雇用情勢も持ち直しているとされ

ておりました。 

 本市の個人市民税及び法人市民税にお

きましては、その傾向及び当時令和４年度

の調定の状況等に基づき、個人市民税現年

度分につきましては、令和４年度から７．

９％増、３億６，０００万円増の４８億９，

９００万円、法人市民税の現年度分につき

ましては、前年度の令和４年度から３１．

９％増、４億３，５００万円増の１７億９，

８００万円をそれぞれ歳入予算に計上い

たしました。 

 結果的にそれらの数値を上回ることに

なり、予算額に対しまして個人市民税では

約１．７％、法人市民税で２．４％プラス

での決算収入額になったものでございま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 二つ目の郵送事業の郵

便料金でございます。 

 委員から今、無駄の指摘をされました。

そして苦情のお話もしていただきました。 

 まず総務課としましては市全体として

郵便料金は、無駄がないように取り組むこ

とは、基本的な考え方で認識しております。 

 それで督促状のお話ですけれども、こち

らは国民健康保険料とか介護保険料とか

も同様かと思いますけれども、恐らく時効

管理上において必要な事務として行われ

ているのではないかと思っております。 

 ただ、今ご指摘をいただきましたので、

総務課としましても各課の内容を把握し

た上で、改善できるところは改善していく

ということで取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号３番の２

回目です。 

 集会所の改修計画の見通しでございま

す。市立集会所につきましては木造のもの

がほとんどで、建築年からかなり年数が経

過しているものもございまして老朽化が
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進行しております。そのような中で現在は

ハード面として軀体や設備等の調査を行

っているところでございます。 

 またソフト面の調査として、運営委員会

に利用状況のヒアリングを実施しており

ます。 

 このハード面、ソフト面の調査結果から、

先ほどの塚本委員に対しての答弁と重な

りますが、それぞれをしっかり評価して、

長寿命化もしくは再編など、今後の集会所

の在り方を検討していきたいと考えてお

ります。 

 それとＬＥＤ化につきましては順次進

めていっている状況です。現状は半分以上

でＬＥＤ化が済んでおりまして、水銀に関

する水俣条約において蛍光灯の生産が２

０２７年末での終了が決まっております

ので、それを踏まえて改修をしていきたい

と考えております。 

 次に質問番号４番の２回目です。 

 ＥＳＣＯ事業の課題です。現在、順調に

推移している状況で、強いて課題を挙げる

とするならば、ＥＳＣＯ事業の削減効果の

保証がエネルギー量ではなくて金額とな

っております。契約では光熱水費の単価の

変動を加味していないことから、光熱水費

が上昇している状況では量の削減量が達

成されなくても、金額の削減目標は達成で

きることが考えられます。 

 先ほども申しましたけれども、現在は量、

金額ともに達成されているんですけれど

も、今後ＥＳＣＯ事業を導入することがあ

るならば、そういったことの外的要因、を

どうしていくかは検討する必要があると

考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西情報政策課長 質問番号５番につ

いてでございます。 

 児童手当等の額の改定の請求及び届出

につきましては、事務受付のフロー上、市

民課にて出生届の提出を行った後、こども

政策課にて児童手当等の届出を行うよう

窓口案内を同日に行っております。 

 そのため結果的にオンライン手続より

も早く窓口受付を行っている状況がござ

いますので、利用実態が今はないとなって

おります。 

 また支給認定の申請及び保育施設等の

利用申込みにつきましては、令和５年度は

紙での申請とオンライン申請の選択制を

取っていたため、低い数値で推移したと考

えております。 

 令和６年度からは入所申請案内書に二

次元バーコードを記載し、外国の方やイン

ターネット環境がない方を除き、基本的に

はオンライン申請でお願いしております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 ６番の２回目です。 

 三宅小学校跡地、旧味舌小学校跡地の検

討状況でございます。 

 ご存じのとおり三宅小学校跡地につき

ましては、旧体育館を子育て総合支援セン

ターの遊戯室、それから旧校舎の部分につ

きましては一部地域の活動に利用される

とともに、防災資機材の倉庫となっており

ます。グラウンド部分についても土・日を

中心にスポーツ活動等に利用されている

状況です。 

 一方、旧味舌小学校跡地につきましては、

味舌体育館と正雀ひかり園の用地として

活用されておりまして、残り半分について

は味舌体育館の工事ヤードとかせっつあ

そびまち遊育園の仮園舎用地として利用

してまいりました。 
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 現在の検討状況ですけれども、旧味舌小

学校跡地については暫定的な利用として、

千里丘小学校建て替えの掘削土置場とし

て活用することといたしておりますが、こ

れから財政状況が厳しくなっていく中で、

恒久的な利活用の検討が難しい状況なの

かと考えております。 

 両跡地とも地元からも要望書を頂いて

おりまして、今後の財政状況をしっかりと

見極めながら検討していく必要があると

考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号７番の防犯

カメラ設置事業に係ります２回目の御質

問に御答弁申し上げます。 

 令和７年度に向けての摂津警察署との

協議のお話であったかと思います。 

 御存じのように、防犯カメラの新規設置

につきましては摂津警察署と協議を行い

まして、過去の犯罪発生場所等の情報を鑑

みて、その設置場所を選定しております。 

 令和７年度に向けましては、先日ですけ

れども摂津警察署から要望を受けており

まして、市内の設置台数がまだ十分ではな

くて、防犯カメラのない場所における捜査

については困難を極めており、さらなる事

業推進をお願いしたいということでござ

いました。 

 市といたしましても、近隣の自治体が防

犯カメラのさらなる整備を進める中、本市

の設置台数が相対的に少ないということ

になりますれば、犯罪を抑止するどころか

防犯カメラの相対的な少なさがかえって

犯罪を呼び込む結果となりかねないとも

考えております。 

 今後とも摂津警察署と連携しながら防

犯カメラの設置に取り組むことで、市民の

安全・安心を確保してまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 ８番の質問に対してお

答えさせていただきます。 

 まず１点目、歩きスマホアカン隊に対抗

して、自転車用ヘルメットかぶせ隊の結成

についてでございます。スマートフォン向

けゲーム、ポケモンＧＯの配信が開始され

たことを受け、歩行中における他の歩行者、

通行者との接触や、自身の転落事故等の危

険性を予防するため、歩きスマホアカン隊

を結成し、ＪＲ千里丘駅など、歩きスマホ

根絶に向けた啓発キャンペーンを展開し

たことがございました。 

 今回、自転車用ヘルメット着用につきま

しては、改正道路交通法に基づき自転車利

用者の全ての方を対象に、自転車用ヘルメ

ットの着用が努力義務となったものであ

り、自転車安全利用五則にも挙げられてい

るものであります。 

 そのため法改正に伴うものにつきまし

ては引き続き摂津警察と連携し、街頭キャ

ンペーンや各種交通安全教室の機会を捉

え、効果的な周知啓発を実施していきたい

と考えております。 

 続きまして、啓発の強化についての御質

問でございます。 

 強化につきましては街頭キャンペーン

の周知、これはながらスマホのチラシをテ

ィッシュに挟み配布することや、小・中学

校でのチラシ配布、これは保護者向けのチ

ラシを全小・中学校の児童・生徒に教育委

員会を通して配布させていただいており

ます。 

 また広報紙、ＬＩＮＥによる配信、庁内

での放送とチラシの掲示などを実施して



- 52 - 

 

おります。 

 また摂津警察署からは取締りや周知を

強化していると伺っており、連携した街頭

キャンペーン、交通安全教室などの機会を

捉え、連携しながら取り組んでまいりたい

と考えております。 

 最後は３点目でございますが、ヘルメッ

トの全年齢への着用が努力義務化された

ことによっての条例改正の考えでござい

ます。本条例は自転車の安全な利用に関し、

自転車を利用する者などが自転車の安全

な利用に係る倫理の保持を図り、交通安全

の推進に資することを目的として設定い

たしました。 

 その中で、市の責務はその目的達成のた

めの施策を総合的かつ計画的に実施する

こと。自転車利用者の責務は道路交通法そ

の他の法令を遵守し、自転車の安全な利用

に努めなければならないと規定されてお

ります。 

 さらに自転車交通安全教育として、市は

関連団体と連携し、自転車の安全な利用に

関する交通安全教育を行うものとすると

規定されております。 

 これらが条例に規定されておりますこ

とから、まずは自転車のヘルメット着用に

おきまして、条例の規定に基づきまして着

用に関する教育や広報、啓発について関係

機関と連携、協力しながら、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。 

 今後もしっかりと周知に努めてまいり

たいと考えております。 

 ８番の２回目については以上でござい

ます。 

 続きまして、９番の２回目でございま

す。、駅リンくんが閉鎖されましたが、自

転車行政としてどのような影響があるの

か、また今後もポート密度を高めるための

増設の調整を進める具体的な取組の内容

と、千里丘駅周辺の新設はないのかとの質

問に対してのお答えさせていただきます。 

 駅リンくんは、１回利用と定期利用があ

り、長時間借りたい場合や定期的な利用に

向いていることから、市内への通勤などで

利用されている方などには影響があった

のかもしれません。 

 一方、令和４年４月からスタートしたシ

ェアサイクルは利用回数が大きく伸びて

いることから、近年の利用者ニーズを捉え

た手段として定着する可能性を感じてい

るところでございます。 

 ポートの増設に関しましては、２２か所

のポートでスタートして以来、増設を続け

ており、令和６年度にはなりますが、比較

的密度の低い鳥飼地域を中心に、８月以降

で４か所の公園に増設しております。１１

月１９日の時点で３３か所の設置となっ

ております。 

千里丘駅周辺につきましては、東口のみ

フォルテ摂津自転車駐車場に設置してお

りますが、西口へのポート設置はＪＲの駅

前ということで多様な需要が高いことか

ら、スペースの確保が困難な状態でありま

す。しかし、引き続き設置に向けた調整は

継続してまいりたいと考えております。 

 次に、１０番の２回目の質問にお答えさ

せていただきます。 

 摂津市地域公共交通計画は、本市の公共

交通の望ましい姿を明らかにし、基本的な

方針をまとめるマスタープランでござい

ます。 

 これまでの取組として令和４年３月に、

日常における移動に係る実態調査の市民

アンケートからのニーズの把握や庁内で

の在り方検討会を経て、令和５年２月の第

１回協議会の開催以降、令和６年度に入り
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まして第２回、第３回と協議会を実施して

おります。 

 その間、実務担当者中心の分科会を４回、

市民委員との情報共有や意見交換を重ね

てまいりまして、摂津市地域公共交通計画

の素案について目指す将来像や計画目標、

特に目標達成に向け取り組んでいく施策

と役割分担などを中心に意見交換を実施

し、合意形成を図っているところでござい

ます。 

 計画素案の概略としましては、目指す将

来像である「誰もが気軽に出かけられ、は

たらき、暮らせるフラットなまち」の実現

に向けて、大きく六つの観点から公共交通

ネットワークの充実、交通の円滑化、自転

車の活用、道路空間のプライオリティー見

直し、公共交通のサービス、情報統合、住

民意識の向上など、移動手段を確保、維持

していく内容となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 質問番号１１番の

２回目、地籍調査によりまして大規模地震

等で状況に変動があった場合の復元がで

きるかとのお問いであったかと思います。 

 この地籍調査に用いております測量調

査でございますが、現在は測量法に基づき

まして、人工衛星を用いた形での世界測地

系と呼ばれる測量を実施いたしておりま

す。 

 このため大規模災害後の境界復元がで

きますことから、早期の復旧・復興は可能

となります。 

 続きまして、質問番号１３番でございま

す。 

 千里丘駅東口改良工事の設計の概略と

のお問いであったかと思います。 

 現時点で考えておりますイメージは、西

口の再開発で先行しておるところはござ

いますが、千里丘駅周辺として駅前空間は

一体感を共有するような形を目指してお

ります。現状で劣化が進んでおります橋上

連絡通路の既存支柱、天井部分であったり

だとか、そういう部分は柱等を生かした形

で屋根の材質であったりタイル舗装材、そ

ういう部分の改良であったりだとか、あと

バス停の屋根材の劣化の改善を踏まえて

主にバリアフリーであったりだとか一定

バス等の乗り降り、そういうようなところ

の利便性向上も目指した形で駅前広場空

間の再整備を考えております。 

 まだ設計途上でございますので、具体的

な形ではお示しはできませんが、そのよう

な考えで今は鉄道関係者、交通事業者、そ

れからフォルテ摂津を管理されておりま

す摂津都市開発をはじめ関係機関と協議

を進めさせていただいているところでご

ざいます。 

 ２点目の工期の考えでございます。先ほ

ど委員からお示しをいただいた内容で、西

口の事業とも連動してくるんですが、千里

丘駅の乗降者が１日４万人ほどの状況の

中で、東口はバスのロータリー、それから

タクシーの乗り降りもございますし、一般

車両で企業とかのマイクロバスとかの乗

り降りもされているように認識もいたし

ておりますので、そういったところで工事

に伴っていろいろ制約条件が出てまいり

ます。 

 特に一番厳しいのが鉄道近接工事の制

約条件になってまいります。駅舎との接続

であったりだとか、あと再開発ビルで営業

されている店舗であったり、それで先ほど

議論がありましたように自転車ラックは

摂津都市開発で運営されている部分がご

ざいます。そういったところでの工事にお
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ける調整等々、様々に解決していかなけれ

ばならない内容もあろうかと思います。 

 ですので令和８年度から令和９年度に

かけて、西口の工事等々も調整しながら検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 １５番の千里丘東５４

号線道路改良事業、竹の鼻ガードについて

の２回目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 ドライバーが赤信号で停止して渋滞す

るというような改善の内容でございます。

竹の鼻ガードにつきましては、ガード改善

対策に関わる要望書を摂津警察署に提出

しております。 

 それをもちまして、摂津警察署におきま

しては信号周期の見直しによりガード内

の通行時間の延長を行っております。 

 また、誤解を招くおそれのある信号灯器

について、千里丘４丁目側の出口向きにあ

る信号灯器のみ撤去して、改善をされたと

聞いております。 

 次に、１６番目の係争中の案件の件でご

ざいますが、現在、土地の所有者の方とは

係争中でございます。 

 本市の主張が確定しまして裁判が結審

すれば、歩行者の安全な歩行空間確保に向

け事業着手してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 ２０番の震災対策

事業についての御質問にお答えします。 

 令和６年１月１日に能登半島地震が発

生しました。それを受けまして相談や申請

が増加するのではないかという予測を行

いまして、耐震診断に係る社会資本総合整

備交付金及び府の補助金につきましては

例年の見込みを行いまして、減額の変更申

請の手続を進めておりましたが、国及び府

と協議を行いまして、この申請を取り下げ

歳入確保しております。 

 併せて歳出につきましても減額の補正

の準備をしておりましたが、これも中止し、

対応できる状態を取っておりましたが、結

果的には１月から３月につきましては例

年と変わらない相談申請状況で、特に変化

は見られなかった状況でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 ２２番のイベント

の継続についての御質問にお答えいたし

ます。 

 アンケートの結果では、イベントに満足

されているとの回答は約８割で、今後もイ

ベントがあればよいという回答は９割以

上ありまして、イベント開催のニーズは高

いと認識しております。 

 イベント開催はにぎわいの創出や地域

の活性化につながるものと考えておりま

すが、公園管理者としましては公園施設の

維持管理を適切に行っていくことが重要

な責務と考えており、イベントを主催する

ことは考えておりません。 

 イベント開催については、民間や地域の

活力などに期待するところでございます

が、こうしたイベントのための公園使用に

つきましては前向きに捉えておりますの

で、条例の規定の範囲内となりますけれど

も、使用料減免など柔軟に対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、接道緑化についての御質問にお答

えいたします。 

 市内で開発行為がある場合に、敷地内の

緑化について協議、指導を行っております。 
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 内容としまして、開発行為の敷地面積が

１，０００平米以上であれば大阪府の条例

に基づき緑化計画書の提出をしていただ

くことや、必要な緑化面積を確保するよう

指導をしております。 

 １，０００平米以下の場合につきまして

も、大阪府の条例に準じて緑化面積を確保

していただくよう協議、指導をしておると

ころでございます。 

 緑化の基準としましては、緑化面積の基

準はありますけれども配置についての基

準はございません。その中で道路に接する

部分の緑化は、緑視効果の高い景観形成が

図られるということで接道緑化を指導し

ておりまして、取り入れていただいたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２３番の

２回目、市営住宅の被災者の受入れについ

てでございます。 

 市営住宅の一時使用につきましては、被

災者や犯罪被害者、ウクライナ避難民を対

象としておりましたが、被災者については

市内に居住していた方に限られておりま

した。 

 しかしながら、今年１月の能登半島地震

を受けまして、大規模災害の被災者につい

ては市外の方も受け入れていくべきとい

う判断をしまして要綱改正したものでご

ざいます。 

 提供住戸といたしましては鳥飼八町団

地の政策空き家でございまして、使用期間

は３か月としており、退居できない理由が

ある場合は最長で１年としております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２４番、避難

所運営マニュアルに関する２回目のお問

いに御答弁申し上げます。 

 マニュアル作成後の今後の展開につい

てでございますが、今年実施される自主防

災訓練におきまして、作成した避難所運営

マニュアルに基づいて実施される予定で

あると伺っております。 

 ただ、避難所運営マニュアルに書かれて

いる内容を、いきなり作成した翌年度から

全ての事項について完璧に訓練に反映さ

せるのは難しいと考えておりますので、毎

年一つずつでも結構ですので、マニュアル

の内容を訓練に取り入れていっていただ

ければいいかと考えておるところでござ

います。 

 それから質問番号２５番の２回目のお

問いでございます。 

 まず避難行動要支援者台帳でございま

す。 

 こちらは、名簿提供に同意いただけた方

のリストにつきましては、覚書を交わすこ

とができている自治会と現在も共有して

おりまして、年に２回、最新の名簿に更新

して、旧の名簿と交換していただいて管理

していただくこととしております。 

 その課題についてでございます。まず一

つありますのは、避難行動要支援者名簿に

つきましては、身体障害者手帳の所持者で

ありますとか養育手帳の所持者であると

か、非常に繊細な情報を扱いますもので、

本人から同意を得られているのはごく少

数でございます。多数は同意されておりま

せんという事情がまず一つあることが、課

題であると考えます。二つ目については、

たとえ本人が同意していたとしても、名簿

を受け取っていただけない自治会も当然

ながらにしてございます。 

 ですので本人は同意しているのにもか
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かわらず、その情報が地元には届いていな

いというアンマッチももちろんございま

す。 

 それでもう一つは、それほどの個人情報

でございますので、個人情報の管理の問題

があろうかと考えているところでござい

ます。 

 その次に、もう一つの避難所の在り方に

対するお問いでございます。 

 避難所における避難生活の質を確保し

ていくためには、様々な問題に対する対応

策をあらかじめ決めておく必要がござい

ます。 

 例えば体調不良者が出た場合にどのよ

うに対応していくのかといった問題でご

ざいますとか、あとは家で飼っているペッ

トを避難所に連れてこられた場合はどう

対応するのか。 

 そのほか例えば妊娠中の女性が避難し

て来られたり、障害をお持ちの方でありま

すとか、また外国人の方が来られたときに

どのように配慮するのか。 

 避難所のプライバシーですが、それをど

のように確保するのか。一人当たりのスペ

ースは大体どれぐらいが必要なのかなど

と検討事項は多岐にわたります。 

 そういった検討事項につきまして、避難

所運営マニュアル作成に係るワークショ

ップにおいて地域住民の方に御議論いた

だきながら、順次マニュアルの作成を行っ

ているところでございます。 

 その次に、避難所運営計画の作成方針に

係る今後の展望でございますが、市内には、

避難行動要支援者が約４，０００人弱おら

れます。それで身体障害者、精神障害者、

要介護認定者など、その支援を要する理由

は様々でございます。 

 他市ではそれらの要支援者を業務上で

所管する福祉部局において作成をするの

が一般的でございまして、防災を所管する

部局で全ての避難行動要支援者に対して

個別避難計画を作成するのは事実上、不可

能であります。 

 そのため、今後は保健福祉部と個別避難

計画の作成について協議を行っていく必

要があると考えているところでございま

す。 

 それから質問番号２６番の２回目のお

問いでございます。 

 市民の防災士の取得者数、取得状況につ

いてのお問いでございます。 

 令和６年１０月末現在の数字にはなり

ますけれども、男性が１０４名、女性２６

名の合計１３０名となっております。こち

らの数字には摂津市内在住の本市職員も

含んでおります。 

 それから防災講演会の内容でございま

す。こちらは職員用として実施したものと

防災サポーター用として実施したものと、

日にちを別に分けて実施しております。 

 内容につきましては海外の災害マネジ

メントサイクル事例です。応急対応から始

まって復旧・復興、事前準備、減災の取組

を説明していただいた後に、日本での災害

時の受援の例、それから現場から得られた

教訓などのお話をいただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 どうもありがとうござ

いました。３回目となりますのでよろしく

お願いします。 

 まず財政全体についてでございますが、

個々についていろいろ見立てを教えてい

ただいてありがとうございます。 

 あと基金の繰入れについてです。先ほど
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来、出ておりますけれど、令和５年度途中

に方針が変えられまして、減債基金が令和

６年度予算のときには廃止されました。条

例を廃止してしまったわけでございます

が、歳出においては財政調整基金を１６億

４，４６２万円積み増しています。なので

片や下ろして、片や積み増しを行ったこと

になっていますけれども、このてんまつを

もう一度確認しておきます。 

 そして、令和５年度のときの中期財政見

通しで、基金取崩しの予想額は１６億９，

１００万円です。 

 令和５年度決算後の中期財政見通しで

は、結果として１４億３，２００万円を取

り崩したことになって、これはかつてない

的中率でした。 

 いつもは大幅に改良して取崩し額が減

ることになっています。黒字額が多かった、

これは前年度に赤字だったことであえて

そうしたのか分かりませんが、そういうも

のの調整をすればもっと本当は下がるは

ずのところ、数字上はそうなりました。 

 このことについて、担当課としての考え

を聞いておきます。 

 それから２番目の郵送事業についてで

ございます。先ほどの認識もしっかり持っ

ていただくということで、ぜひともこの郵

送通信運搬費が少しでも減っていくこと

を目指してお願いしたいと思います。 

 それで今年１０月に郵便料金が値上が

りしました。結構な値上がり額だったので、

当然これは影響があると思います。影響額

はいいですけれども、今後できるだけこの

分を圧縮できるように、市民からの声が出

ないように適切な運営をするのと、それか

らＤＸを進めていく中で、減らせるもので

あればどんどん減らしていくことを努力

してくださいますように、これは要望とし

ておきますのでお願いします。 

 続いて、３番の市立集会所の関係でござ

います。軀体とか設備の基礎調査費用を計

上されて調査をするということでござい

ます。 

 集会所は認識されていると思いますが、

自治会の会合をやったりとか老人クラブ

が集まったり、高齢者も集まる機会が多い

わけです。耐震とか、老朽化対策といった

部分で、安全性については早急にお願いし

ておきます。応急処置も含めて、これはお

願いします。 

 個々の集会所の耐震、建て替え、集約、

先ほど利用状況を調査されると言われて

いましたけれど、そういうものも含めてよ

り合理的に計画を立てて取り組んでいか

れますようにお願いします。 

 でもこれは必要なのも事実でございま

すから、その機能をこのように合わせてい

くとか、それも含めてしっかり計画をつく

っていただけますようにお願いしておき

ます。これも要望です。 

 続いてＥＳＣＯサービス料についてで

ございます。 

 いろいろ課題もあると思いますけれど

も、一定の評価はされていると思います。 

 今後とも経費の削減とか温室効果ガス

の削減とか、そういう効果もしっかりと検

証しながら、ほかの施設でも検討ができま

すようにお願いします。これも要望として

おきます。 

 次に、５番目のＤＸ推進事業でございま

す。 

 令和５年度ではＡＩの自動文字起こし

を導入される話があって、先ほどもいろい

ろ答弁がありました。 

 ほかにもいろいろやっておられます。例

えばこれまでの流れで言いますとＲＰＡ
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を活用されて事務の効率化を図られるも

のもありました。 

 こういうものも非常に効果を上げてい

ることが、行政経営戦略の中には書いてい

ます。引き続きしっかり取組をしていただ

きたいと思います。また、業務用チャット

ツールなども利用頻度を上げてきておら

れることでございますので、こういうもの

もしっかりまた定着させて、さらに効果を

上げていくようにやっていただきたいと

思います。 

 とにかくＤＸの推進が期待されていま

すから、経費削減とか事務効率化は当然の

ことです。これをしっかりやっていただく

中で、市民サービスの推進に大きく役立つ

ように、今後もしっかり推進をお願いして

おきます。これも要望です。 

 次に、ＦＭ推進事業についてです。三宅

小学校跡地と味舌小学校跡地の検討につ

いてお聞きしましたけれども、私の近くに

は三宅小学校の跡地があるわけですが、こ

こは避難所として使っている。ここをぜひ

最優先でお願いしたいという要望を受け

ています。 

 例えば避難をしてくるけれども、上に鉄

骨で屋根があって、落ちてくるのではない

かとか、隣に非常階段がありますが、これ

も落ちそうではないかなど、いろいろあり

ます。なので、しっかりと意見を聴いてい

ただいて優先的な管理をお願いします。 

 そのためにもぜひとも令和７年度で調

査費をつけていただくように、これは強く

要望しておきます。 

 もう少し申し上げますと、この三宅小学

校跡地は三宅地域の避難所にもなってい

るけれども、ハザードマップでも沈まない、

つまり浸水しないことになっています。な

ので、一時的に避難してもらうこともでき

るし、また仮設住宅の利用もできる。これ

は前の市長もおっしゃっていましたけれ

ども、有力な候補地でもあります。 

 一方で、アクセスが少し悪く、道路が狭

いです。北側に行きますと駅のロータリー

からぐるっと回ってきて、ここのすぐ近く

まで太い６メートル以上の道路が来てい

ます。あと手前のところを２軒買収すれば、

この太い道路をこの三宅小学校跡地の旧

校舎までつなぐことができます。そうすれ

ば、大きなトラックで物資を運んできたり

ということも可能になりますし、例えば自

衛隊とかいろんな救援の人も、そこから入

ってくることができるので、こういうこと

もぜひ考えておいてください。 

 この２軒の部分だけを購入すれば道路

が拡幅してつながることもありますので、

これはぜひ検討していただきたいと思い

ます。要望です。 

 次に、防犯カメラの設置状況についてで

ございます。先ほど決して他市に比べて多

いほうではないと言われていましたし、安

全・安心を向上させる意味ではさらに協議

を重ねる中で、令和７年度に向けて増設を

ぜひお願いします。これも要望します。 

 次に８番目、交通安全啓発でヘルメット

の啓発でございます。まずこの条例の改正

をしていただいて、市としての心意気、志

をしっかりと示していただきたいのと、そ

れから具体的な取組をぜひ考えていただ

きたいと思います。 

 とにかく自転車のマナー対策として、こ

の条例を制定したのは、大阪府下ではすご

く早かったんです。これはとてもすばらし

いことなので、さらにそれを深めていくと、

摂津市はそういう意味ではすごく進んで

いると言われるようにしていただきたい。

例えば、摂津市に行ったら全員がヘルメッ
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トをかぶっているぐらいの取組をぜひお

願いします。要望としておきます。 

 次に、公共交通確保事業で自転車の対策

についてでございます。自転車のまちづく

りを進めていこうということで、これは地

域公共交通計画の中にも自転車を中心と

したまちの提案が載っています。 

 ただ、そのことをしっかりと計画してい

かないとあかんと思います。特に駅周辺の

自転車の計画で、駅リンくんはなくなった

けれども、シェアサイクルもしっかり取り

組んでいかないといけません。それから千

里丘駅西口は商業施設もできますので、商

業施設の自転車も一応確保はしてあるけ

れど、フォルテ側の自転車は、今に至るま

では随分と苦労して至っています。 

 これまでも、自転車問題で高槻市にでき

たラックを見に行って、これをつけたらど

うかとか、いろいろと提案しながら現在に

至っています。しっかりと自転車対策をや

っておかないと、放置自転車だらけになる

可能性があるし、かといって自転車の利用

を考えたら、本当に便利なようにしていく

ことは大事です。再開発の担当課はここに

はいらっしゃいませんけれども、千里丘駅

西口も併せてこの自転車の行政、自転車対

策をしっかり考えていただきたい。 

 そして、本当に便利なまちづくりを進め

ていただきたいと要望しておきます。 

 その中には当然サイクルポートである

とか、それからまたレンタル自転車なども

含めて、これからでも考えていくんだった

ら考えていく。阪急摂津市駅には電動を含

めたレンタル自転車屋を入れたんだから、

そういうのも考慮に入れて、ぜひともしっ

かり今後も考えていただきたいというこ

とを要望しておきます。 

 １０番目、地域公共交通計画策定です。 

 本当に市民の意見がしっかり入ってい

っているのか、ニーズはちゃんとつかめて

いるのか、市民が主体者になってこの計画

がつくられているかについては、なかなか

難しいのではないかと思います。 

 どうしてもバス会社であるとかタクシ

ー会社であるとか、専門のそういう業者の

方がたくさん集まっているので、そちらの

顔色を見ながら、引っ張られていってるの

ではないかと危惧しています。 

 山形県鶴岡市に視察に行かれたという

ことで、そのことが結構この中で反映され

ているような感じになっています。 

 私たちも、実は以前に山口県山口市に視

察に行ったことがあります。１５年ぐらい

前です。ここも同じように路線バスを中心

として、乗合いタクシーを走らせたり、ミ

ニバスを走らせたりとか、その地域ごとに

考えられていました。 

 ここで面白いのは、それぞれの地区で協

議会をつくって、その協議会でこの地区は

これがいいんだということで、補助金をも

らうんです。その協議会には決められた補

助金があって、地域に合ったものをつくる

ということで、自分たちでやっている。 

 お金が足りないようになったらバスを

走らせることができないので、自分たちで

広告を取ってきて、広告費用をそれに足し

たりとか、いろいろ工夫をしながら自らが

主体的にやっておられました。 

 今がどうかは分かりませんけれども、そ

れぐらい住んでいる人たちが主体的にな

ってやらないと、いいものにならないと私

は思っています。計画策定に対するプロセ

スがどうであったのか、本当に民意を反映

しながらやってきたのか、たった４回で策

定してしまうという体制の中で、みんなで

つくり上げていくことになったのかどう
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かです。そこも含めて、お聞きしておきま

す。 

 それで１３番の千里丘駅東口の設計関

連でございます。 

 同時に完成させるとのことでございま

したけれども、しっかりこれは粛々と進め

ていただいて、ぜひいいものにしていただ

きますようにお願いしておきます。これは

要望とします。 

 それから１５番目に絡んで竹の鼻ガー

ドの出口について、いろいろ対策をしてい

ただいていると言われていました。現状を

見ながら改善できるように努力をしてい

ただきたいということで、よろしくお願い

します。これも要望としておきます。 

 続いて千里丘三島線の道路改良事業に

ついてでございます。 

 とにかく残っているところについて合

意ができ次第、阪急京都線連続立体交差事

業が完成するまで待つのではなくて、早い

時期にぜひやっていただきたいというこ

とで、これは要望しておきます。 

 次に、震災対策事業です。能登半島地震

の後の意識はどうですかという話です。 

 だんだん減ってきて、残っているのは少

なくなってきていますから、建て替えれば

建て替えるほどこれはニーズが上がって

いくことになります。１００％になるには

時間がかかると思いますけれど、気長にこ

れは取り組んでいただくということでお

願いします。 

 何しろ地震はいつ来るか分からない。特

に南海トラフ大地震は３０年以内に７

０％から８０％という比率になっており

ますので、努力していただくということで

要望しておきます。 

 あと２２番目の公園の関連については、

これからも公園が活性化するように、民間

がいろいろやることについて柔軟に対応

していただけますようにお願いしておき

ます。これも要望としておきます。 

 次に市営住宅について、要綱改正してい

ただいたということで、災害のときにも利

用できるように、今後ともよろしくお願い

します。これは要望です。 

 防災です。マニュアルを毎年一つずつで

も訓練に取り入れてという答弁だったと

思います。その中で課題になっているのは、

防災関係は大体男性が主体になっている

ことです。 

 なかなか女性の視点が入っていないの

ではないか、欠落していることが課題にな

っているわけです。今いろいろつくってい

かれている段階で、女性の意見が反映でき

るようにどのように取り組んでおられる

のか、聞いておきます。 

 それから個別避難計画です。今後もこれ

は大変難しい取組です。難しいのは本当に

分かる。だけど人を助けるためにはどうし

ても必要な計画でもあるし、また、避難す

る場所をまずつくらないといけないです。

福祉避難所もそんなにたくさんはありま

せん。 

 だからそういうものの整備から進めて

いかないといけないということを考える

と、本当に難しい問題だと思います。ここ

はどうかしっかり長期戦になるかもしれ

ませんが取り組んでいただきたいとお願

いしておきます。 

 私も何か協力できることはしていきた

いと思いますが、これも要望しておきます。 

 そして防災人材の取組でございます。と

にかく防災士はたくさんおられると思う

のですが、防災サポーターになって一緒に

やってもらえるか。 

 防災サポーターもそうで、防災サポータ
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ーとしてほっておいたらどんどん意識が

なくなってしまいますから、どんどん一緒

に関わってもらいながら、ある意味では人

材育成していかないとあかんと思います。 

 とにかく新規で多くの皆さんに利用し

ていただくためにも、周知が必要だと思い

ます。しっかり周知をしていただいて、職

員も大事ですけれども、市民の中にもそう

いう人をしっかり育てていくんだという

思いを持って取り組んでいただきますよ

うに、要望しておきます。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 ３回目の財政につ

いての御質問にお答えいたします。 

 減債基金を廃止して、財政調整基金を積

んだところの経過といいますか、状況につ

いての御質問がございました。 

 それでもう一つは中期財政見通しで、令

和５年度の決算と、その前の年での見込み

が近かったことについてどう考えている

か、この２点のお問いであったと思います。 

 まず減債基金の廃止と財政調整基金へ

の積立てをしたところの経過について御

説明申し上げます。 

 減債基金につきましては、市債の償還財

源を確保して、市債の適正な管理を行うた

めに設置をしたところがございます。 

 これまで財源対策債と特定の市債償還

のために積立てを行い、元利償還金が多額

となっておりましたときには、その財源と

して充当してまいりました。 

 それで条例で基金の処分についてとい

うところで、４点ございます。 

 その中で、一つ目で経済事情の著しい変

動によって財源が著しく不足する場合に

おいては、市債の償還の財源に充てるとき。 

 二つ目で、償還期限を繰り上げて行う市

債の償還の財源に充てるときというのが

ございます。 

 この二つの点に関しましては、財政調整

基金が処分をするときに、市債の償還とい

うところはないですけれども、経済事情の

著しい変動により財源が不足した場合は

基金の繰入れができる。 

 また地方債の繰上償還についても財政

調整基金の繰入れができると、そういうこ

とが包括されているところがございまし

た。 

 それで三つ目としまして、減債基金の処

分について、財源対策債と特定の市債の償

還のために積み立てた資金をもって、当該

市債の償還の財源に充てるというのがご

ざいます。これにつきましては対象となる

償還が終了していると考えておりまして、

４番目に償還期限の満了に伴う市債の償

還額が、ほかの年度に比して著しく多額と

なる年度においては、市債の償還財源に充

てるというときにできます。 

 この部分ですけれども、実際に令和６年

度につきましては、元利償還金は平成の時

代から見てまいりましても一番少なくな

ってきている状況です。今後の中期財政見

通しで防災費のところを見てまいりまし

ても、それほど著しく高くなるというよう

なところが、あまり当てはまることがない

と考えまして、基金の目的は達成されたも

のであると考えておりました。 

 また加えまして、令和６年度の予算編成

におきましては、基金の繰入額が増加して

予算編成を行う状況になっておりました。 

 先ほどもお話しさせていただいた部分

がありましたが、生産年齢人口の減少によ

って市税の減少とか、扶助費も今後は社会

保障費の増加が予想される中、財政運営は

どんどん厳しくなっていくと考えており
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ます。一定目的が達成された減債基金をよ

り柔軟に財政調整ができる財源として活

用できるようにと考えまして、減債基金を

廃止して、その基金の部分を財政調整基金

に集約し、積替えを行うことで予算を編成

させていただいたところでございます。 

 次に、中期財政見通しが主要基金の残高

の見通しとして、令和５年１０月に作成し

たものと、今回は令和６年１０月に決算を

見たときに近い値であったことでござい

ます。結果としてその年度の決算予測が、

大きく違う要素が入ってこない限りは、か

なり近いものになる確率は高くなるので

はないかと考えております。 

 それで次年度以降の予測は、反対に物価

高騰等のいろんな要素がどの程度になる

か、予想を超える部分も出てくるケースも

多々ありますので、おおよその見通しのと

ころで予測が乖離してしまうことが起こ

っているものと考えております。 

 しかし中期財政見通し等、将来見通しを

低く見積もった場合、それを上回る支出を

余儀なくされたときには、財政運営が立ち

行かなくなるということがありますので、

想定できる範囲の中で見通しを立ててお

るところでございます。 

 ただ、安定的な財政運営を行っていくた

めには見通しではなくて、きちんとした収

支均衡をこれから図っていくための収支

計画を考えていかないといけないのでは

ないかと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 ３回目の御質問にお答

えさせていただきます。 

 御質問の内容が、住民参加の民意を育て

ることが市民のための計画となる、重要と

考えるその考えについて、いかがかという

問いであったかと思います。地域公共交通

は少子高齢化や運転手不足など、深刻な問

題が背景として存在することから、交通事

業者のみならず行政をはじめ地域の関係

者が連携、協働し、地域ぐるみで支えてい

くことが重要でございます。 

 そのため、本協議会は交通事業者をはじ

め学識経験者や運輸局や福祉、高齢などの

行政、公募による市民委員など約２５名か

ら成る非常に幅広い構成員で協議できる

場を構築しております。 

 中でも市民参加は協議会の設置根拠法

令にも必要な構成員として規定されてお

り、計画策定２名の市民委員の方々に、そ

の代表として参画していただいていると

ころでございます。 

 市民委員の関わり方につきましては、個

別に摂津市の公共交通に関する現状や課

題、将来の想定などについて共有いたして

おります。 

 その後、交通事業者中心の分科会と同様

に、市民委員の方々にもその協議内容を共

有し、理解を深める意見交換会を重ねるこ

とで、公共交通の利用者目線で意見やニー

ズを発信する役割をしっかり果たしてい

ただいております。 

 基本計画につきましては、今年度パブコ

メを通して策定をしてまいりますが、この

基本計画策定以降につきましては、この基

本計画を基に当面の目指す姿、５年先の目

標に向けて、施策内容についてワークショ

ップやアンケートなどを実施して、より多

くの市民の意見を取り入れてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２４番、避難

所運営マニュアルにおける、女性の視点を
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反映させることに関するお問いに御答弁

申し上げます。 

 避難所は御存じのとおり、同一の空間を

知らない方々と共有することにおのずと

なりますので、女性への配慮がないばかり

に、女性が過ごせない避難所はあり得ない

と考えております。 

 現在、避難所運営マニュアルを主に担当

している職員は女性の職員が担当してお

りますし、現在、鋭意行っておりますワー

クショップの開催につきましてもその担

当は女性であり、お越しいただいている市

民の方々の中で防災サポーター、そして民

生児童委員の方々の中にも女性の方は少

なからずいらっしゃいます。 

 そういった方々の意見も十分に聴いた

上で、避難所運営マニュアルに生かしてま

いりたいと考えておりますので、当然なが

らにして女性の視点を反映させたものに

なると思っております。 

 以上です。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 では逆から行きます。 

 ２４番です。御答弁いただきましたので、

一応よしとしたいと思います。今後、避難

所運営マニュアルの作成をしていく中に

は、自主防災組織を主役としてぜひ丁寧に、

そしてまた地域に合ったマニュアルとな

るように作成をしていただくことを期待

しておりますから、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それから公共交通の問題でございます。

公募市民が入っておられますけれど、これ

は以前にも時間をかけて実はやったこと

があります。 

 そのときも一応結論を出しましたけれ

ど、これは難しい問題だと思います。そん

な簡単に市民の民意を反映した計画をつ

くることは、大変なことだと思います。 

 しかし、今の時代はそうしていかないと

いけないと思います。もっと市民活動団体

なども参加していけるような開かれたも

のにしていかないと、そういうところから

参画していくことも視野に入れていかな

いとあかんのではないかと思っています。 

 これがあかんとは言いませんけれども、

よりよいものに、そしてより活性化される

ものにしていくためには、様々な参画が必

要であろうと思います。 

 またこの件は、次に安藤委員からいろい

ろあると思いますので、この辺に止めてお

きます。 

 それから最後です。 

 １番目の財政全般についてでございま

す。中期財政見通しは、毎年見立てていく

ことが重要になってくると思いますし、と

にかく先ほど減債基金の取崩し関連をし

たこの取組について、言われていることは

よく分かります。だけど何か違和感がある、

急に出てきて前の市長が辞められる前に

条例を廃止してしまったという印象がす

ごく残ります。 

 言われていることはよく分かりますが、

そのことに違和感があります。今後のこと

はしっかり新しい市長の下で、この財政を

しっかりと見据えていくことが非常に大

事と思っています。 

 最後に副市長から総括的に、今の考えと

挨拶を含めて、やるぞという意欲も含めて

よろしくお願いします。 

○野口博委員長 山本副市長。 

○山本副市長 先月、御同意をいただきま

して、副市長を拝命いたしております。あ

りがとうございます。 

 まず市役所に戻ってまいりまして、奥村

前副市長から引き継いだ中で、私が最初に
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見たのは中期財政見通しでございます。 

 なぜかと申しますと、平成の一桁から十

数年まで、実際私自身は財政課におりまし

て、その頃は財政の再建団体になろうかと

いう状況で、いろいろと改変に向けて方策

を先輩がつくられまして、自分も邁進した

記憶があります。そういう状況にならない

ことが一番でございますので、中期財政見

通しをまず見させていただきました。 

 率直に言いますと、令和１０年度には当

時申しておりました財政再建団体になっ

てしまう見通しになっておりました。 

 一年、一年と先送りになっている中期財

政見通しの時期はありましたけれど、去年

と今年はそんなに差異がないということ

でございます。私も総務部長、財政課長に

この状況を確認いたしましたら、このまま

何もしないとこうなってしまうと説明を

受けておりますので、総務部長、市長公室

長には何か方策を考えてくださいという

ことで、今指示をいたしているところでご

ざいます。 

 行政経営戦略におきましても、やはり市

民の視点に立った質の高い行政経営を行

いますという項目もございます。健全な財

政運営は、事業の優先順位や実施の効果、

将来の負担を考慮し、健全かつ効率的な、

効果的な財政運営を確実にしていく必要

があるともなっております。当然この方向

に向けて目指すべき状況であると考えて

おりますので、この状況に陥らないように

何をするのかを全庁挙げて検討していき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 以上で、本日は散会させ

ていただきます。 

（午後５時８分 散会） 
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